
（ 1 ）

「
第
六
の
お
き
て
」

「
邪
で
淫
な
こ
と
を
し
て
は
な
り
ま
せ（
一
）
ん
。」

 

第
五
の
お
き
て
は
人
の
身
体
を
保
ち
守
る
た
め
の
も
の
で
し
た
。
こ
の

お
き
て
は
人
の
名
誉
を
保
ち
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
合
わ
せ
て

そ
の
仲
間
を
害
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
願
い
求
め
る
も
の
で（
二
）
す
。

 

世
の
常
と
し
て
生
命
の
次
に
重
ん
ず
る
も
の
は
ほ
か
で
も
な
く
名
誉

で（
三
）
す
。
名
誉
を
害
う
罪
の
中
で
邪
で
淫
な
こ
と
に
並
ぶ
も
の
は
な
く
、
こ

れ
が
最
も
重
い
の
で（
四
）
す
。
昔
の
こ
と
を
調
べ
て
み
ま
す
と
、
主
な
る
神
様

は
天
と
地
と
を
創
造
し
、
そ
の
始
め
に
男
と
女
と
に
生
命
を
与
え
ら
れ
ま

し（
五
）
た
。
こ
の
と
き
す
で
に
主
な
る
神
様
は
こ
の
お
き
て
を
守
る
べ
き
規
則

と
し
て
お
定
め
に
な
ら
れ
ま
し（
六
）
た
。
そ
の
後
相
継
い
で
現
わ
れ
た
聖
人
も

ま
た
し
ば
し
ば
主
な
る
神
様
の
御
旨
を
推
し
量
っ
て
こ
れ
を
書
物
に
書
き

記
し
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
こ
の
お
き
て
を
心
か
ら
重
ん
じ
る
か
ら
な
の

で（
七
）
す
。

 

も
し
人
が
邪
で
淫
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
の
名
誉
が
害
わ
れ
る
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
当
人
の
夫
の
名
誉
を
傷
つ
け
、
当
人
の
祖
先

や
両
親
、
息
子
や
娘
、
親
戚
の
名
誉
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
り
ま（
八
）
す
。
こ

こ
ろ
み
に
わ
が
身
を
振
り
返
っ
て
吟
味
し
て
み
る
と
、
何
と
危
う
い
も
の

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う（
九
）
か
。

 

或
る
人
が
言
い
ま
し
た
。

 
 

 

淫
な
こ
と
を
好
む
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
は
差
異
が
あ
り
ま
す
。
妾

や
娼
妓
の
場
合
は
情
交
を
持
つ
こ
と
に
支
障
は
な
く
、
義
を
害
う
こ

と
は
な
い
よ
う
で（
十
）
す
。

 
そ
れ
は
違
い
ま
す
。
主
な
る
神
様
は
人
を
お
造
り
に
な
ら
れ
た
そ
の
最

初
の
と
き
、「
一
陰
一
陽
」
以
外
に
お
認
め
に
な
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
「
一
陰
一
陽
」
を
「
正
道
」
と
言
い
ま（
十
一
）
す
。
す
べ
て
「
二
陰
」
の
も

翻
訳

ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
述
『
天
主
教
要
解
略
』
訳
注
（
八
）

　
　
　
主
な
る
神
様
の
十
戒
の
部
（
下
の
三
）

Ａ
・
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
　
　
述

葛
　
谷
　
　
　
登
　
　
訳
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の
は
邪
な
も
の
で
あ
る
こ
と
必
定
で（
十
二
）
す
。「
男
は
家
庭
の
外
で
務
め
を
正

し
く
行
な
い
、
女
は
家
庭
の
中
で
務
め
を
正
し
く
行
な
う
」
と
い
う
よ
う

に
し
て
、
内
と
外
の
権
限
は
二
つ
な
が
ら
均
衡
が
保
た
れ
る
の
で（
十
三
）
す
。
で

す
か
ら
、
こ
れ
を
「
つ
り
合
い
の
取
れ
た
間
柄
」
と
言
う
の
で（
十
四
）
す
。

 

一
人
の
女
性
が
二
人
の
男
性
と
関
係
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の

に
、
ど
う
し
て
一
人
の
男
性
が
二
人
の
女
性
と
関
係
を
持
つ
こ
と
が
許
さ

れ
る
の
で
し
ょ
う（
十
五
）
か
。
例
え
ば
鳥
や
け
も
の
で
あ
っ
て
も
お
す
と
め
す
の

つ
が
い
が
あ
り
ま
す
。
中
に
は
連
れ
を
失
う
と
最
早
新
た
に
相
手
を
探
そ

う
と
し
な
い
も
の
も
い
ま（
十
六
）
す
。
人
に
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
で
し
ょ

う（
十
七
）
か
。

 

夫
婦
は
互
い
に
信
頼
し
合
う
が
ゆ
え
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で（
十
八
）
す
。
も
し

お
互
い
が
そ
れ
ぞ
れ
淫
で
邪
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
互
い
の
信
頼
は
消
え
去

り
、
絆
が
断
た
れ
ま（
十
九
）
す
。
互
い
の
信
頼
を
失
い
絆
が
断
た
れ
た
場
合
、
ど

う
し
て
妻
だ
け
に
罪
を
帰
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う（
二
十
）
か
。

 

『
大
学
』
の
「
伝
」
で
は
「
家
が
斉
っ
た
後
に
国
が
治
ま
る
」
と
言
っ

て
い
ま
（
二
十
一
）
す
。
妾
を
娶
り
妓
楼
に
泊
ま
る
な
ら
ば
、
家
を
守
る
こ
と
は
覚
束

な
く
な
り
ま
（
二
十
二
）
す
。
夫
と
妻
は
背
を
向
け
合
い
、
妻
と
妾
は
妬
み
合
い
、
嫡

子
と
庶
子
は
争
い
合
い
、
一
つ
と
し
て
可
と
す
べ
き
も
の
は
あ
り
ま
せ
（
二
十
三
）
ん
。

 

ま
た
或
る
人
が
言
い
ま
し
た
。

 
 

 

妾
を
娶
る
こ
と
は
子
孫
を
絶
や
さ
な
い
た
め
で
（
二
十
四
）
す
。

 

こ
れ
も
ま
た
違
い
ま
す
。
子
孫
が
存
在
す
る
の
は
孝
と
い
う
名
誉
を
保

ち
守
ろ
う
と
求
め
る
か
ら
な
の
で
（
二
十
五
）
す
。
例
え
ば
、
子
が
親
を
扶
養
す
る
の

は
道
で
す
。
し
か
し
財
産
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
盗
み
等
の
邪
悪
な
こ
と

を
行
な
っ
て
親
に
こ
れ
ら
の
品
を
供
し
て
養
っ
た
と
し
ま
す
。
そ
の
結
果

刑
罰
を
科
さ
れ
処
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
（
二
十
六
）
ば
、
不
肖
の
子
で
あ
る
こ
と
を

免
れ
得
な
い
で
し
ょ
う
。

 

妻
を
娶
っ
て
子
孫
を
絶
や
さ
な
い
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
す
。
し
か

し
、
跡
継
ぎ
が
い
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
妾
を
娶
る
こ
と
は
邪
な
こ
と

で（
二
十
七
）
す
。
君
子
は
邪
な
行
な
い
に
よ
っ
て
孝
の
名
を
追
い
求
め
る
こ
と
を
恥

ず
る
も
の
で
（
二
十
八
）
す
。
ま
し
て
孝
と
不
孝
と
は
跡
継
ぎ
の
こ
と
と
は
ま
っ
た
く

関
係
が
な
い
の
で
（
二
十
九
）
す
。
世
の
中
に
は
た
く
さ
ん
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
も
親

に
逆
ら
う
者
が
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
孝
な
の
で
し
ょ
う（
三
十
）
か
。

他
方
、
子
が
い
な
く
と
も
親
に
従
う
者
は
不
孝
な
の
で
し
ょ
う
（
三
十
一
）
か
。

 

思
う
に
、
孝
で
あ
り
た
い
と
望
む
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
分
自
身
に
か

か
っ
て
い
ま
（
三
十
二
）
す
。
孝
の
徳
目
を
追
い
求
め
て
そ
れ
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
者

は
い
ま
せ
（
三
十
三
）
ん
。
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
主
な
る
神
様
の
領
分
で（
三
十
四
）
す
。

子
ど
も
が
欲
し
く
と
も
子
ど
も
を
授
か
ら
な
か
っ
た
人
は
い
つ
い
か
な
る

と
き
に
も
い
る
も
の
で
（
三
十
五
）
す
。
現
状
は
と
言
え
ば
、
子
ど
も
の
数
が
多
い
ほ

ど
に
、
妾
も
大
勢
い
る
も
の
で
（
三
十
六
）
す
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
邪
で
淫
な
欲
望
の

な
せ
る
業
に
ほ
か
な
り
ま
せ
（
三
十
七
）
ん
。

 

更
に
、
妓
楼
に
泊
ま
る
こ
と
も
ま
た
跡
継
ぎ
の
子
が
い
な
い
か
ら
な
の

で
し
ょ
う
（
三
十
八
）
か
。
娼
妓
は
多
く
の
場
合
、
身
ご
も
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
身
ご
も
っ
た
と
し
て
も
、
子
の
父
親
は
不
確
か
な
の
で
す
か
ら
、
或

い
は
跡
継
ぎ
を
得
た
と
い
う
名
目
で
だ
れ
が
孝
と
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
（
三
十
九
）
か
。

 

ま
た
非
道
い
場
合
は
公
然
と
男
色
を
行
な
い
、
だ
れ
憚
る
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
な
ど
は
甚
し
く
道
理
に
悖
る
こ
と
の
最
た
る
も
の
で（
四
十
）
す
。
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か
の
鳥
や
け
も
の
、
昆
虫
で
す
ら
陰
陽
の
組
み
合
わ
せ
を
知
り
、
身
ご
も

り
育
て
る
時
を
弁
え
て
い
ま
（
四
十
一
）
す
。
そ
れ
な
の
に
人
で
あ
り
な
が
ら
異
類
の

禽
獣
に
及
ば
な
い
こ
と
な
ど
許
さ
れ
ま
し
ょ
う
（
四
十
二
）
か
。
だ
れ
で
も
邪
で
淫
な

者
は
自
分
の
名
誉
を
害
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
う
え
に
自
分
の
仲
間
の
名

誉
を
も
害
う
こ
と
に
な
り
ま
（
四
十
三
）
す
。
よ
く
よ
く
こ
の
こ
と
を
悟
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
（
四
十
四
）
ん
。

 

こ
の
お
き
て
を
守
る
こ
と
の
出
来
る
人
は
、
邪
で
淫
な
こ
と
か
ら
身
を

遠
ざ
け
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
口
に
も
出
さ
ず
、
思
い
か
ら
も
閉
ざ

し
ま
（
四
十
五
）
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
初
め
て
、
人
は
自
分
の
名
誉
を
保
ち
他
者
を

害
わ
な
い
こ
と
を
目
指
す
お
き
て
を
守
り
得
た
と
称
さ
れ
る
の
で
（
四
十
六
）
す
。

注

（
一
） 

原
文
は
「
母
行
邪
婬
」（
二
十
葉
表
）。ʻDecalogus seu Dei m

andataʼ 

の
中

の 

“non m
oechaberis;

” (Catechism
us Catholicus, cura et studio Petri 

Cardinalis G
asparri concinnatus, decim

a editio, Typis Polyglottis 
Vaticanis, 1933, p. 23). 

に
当
た
る
。
ド
ミ
ニ
コ
会
研
究
所
編
、
本
田
善
一
郎

訳
『
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
―
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
カ
テ
キ
ズ
ム
の
ま
と
め
―
（
改

訂
版
）』（
東
京
大
司
教
認
可
、
ド
ン
・
ボ
ス
コ
社
、
二
〇
〇
四
年
）
で
は
、「
姦
淫

し
て
は
な
ら
な
い
」（
一
六
一
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

こ
れ
は
旧
約
聖
書
の
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
十
章
十
四
節
の
「
姦
淫
し
て
は
な
ら
な

い
。」
と
い
う
箇
所
が
対
応
し
、
ヴ
ル
ガ
タ
で
は 

“Non m
oechaberis.

” （
所
相

未
来
、
二
人
称
単
数
）
と
な
っ
て
い
る
。
代
表
訳
で
は
「
毋
行
淫
、」、
Ｂ
Ｃ
訳
で

は
「
爾
毋
姦
淫

0

0

。」、U
nion Version

で
は
「
不
可
姦
淫

0

0

。」、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会

訳
（
一
九
七
六
年
香
港
初
版
―
同
会
訳
は
今
回
か
ら
新
た
に
用
い
る
。
こ
れ
は
代

表
訳
、
Ｂ
Ｃ
訳
、U

nion Version 

が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
側
か
ら
の
訳
で
あ
る

の
と
異
な
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
か
ら
の
訳
で
あ
る
）
で
は
「
不
可
姦
淫

0

0

。」
と

な
っ
て
い
る
（
傍
点
、
訳
者
注
。
以
下
、
同
じ
）。

 
 

ラ
テ
ン
語ʻm

oechorʼ

はO
xford Latin Dictionary

（P.G.W
. Glare ed., 

O
xford U

niversity Press, 1976

）
で
は
簡
潔
に
、
“To com

m
it adultery.

”

と
釈
す
（Fascicle V, p. 1125

）。
こ
のʻm

oechorʼ

の
聖
書
に
お
け
る
用
例
に

つ
い
て
、
愛
知
大
学
図
書
館
所
蔵
に
な
るN

ovae Concordantiae Bibliorum
 

Sacrorum
 Iuxta Vulgatam

 Versionem
 Critice Editam

 

（from
m

ann-
hilzboog, 1977

）
に
よ
っ
て
調
べ
る
と
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
十
章
十
四
節
、
レ

ビ
記
二
十
章
十
節
、
申
命
記
五
章
十
八
節
、
エ
レ
ミ
ヤ
書
三
章
八
節
、
九
節
、
五

章
七
節
、
二
十
九
章
二
十
三
節
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
二
十
七
節
、
二
十

八
節
、
三
十
二
節
、
十
九
章
九
節
、
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
十
章
十
二
節
、
ル
カ

に
よ
る
福
音
書
十
六
章
十
八
節
、
十
八
章
二
十
節
、
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
二

章
二
十
二
節
、
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
二
章
十
一
節
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
二
章
二
十
二
節

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（Tom

us III: H
-N

, p. 3–155

）。
新
共
同
訳
聖
書
で
は
、

ʻm
oechorʼ

に
相
当
す
る
箇
所
は
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
二
十
八
節
に
お
い

て
「
犯
し
た
」
と
訳
さ
れ
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
二
章
二
十
二
節
に
お
い
て
「
み
だ

ら
な
こ
と
を
す
る
」
と
訳
さ
れ
、
エ
レ
ミ
ヤ
書
二
十
章
二
十
三
節
、
マ
タ
イ
に
よ

る
福
音
書
五
章
三
十
二
節
、
十
九
章
九
節
、
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
十
章
十
二
節
、

ル
カ
に
よ
る
福
音
書
十
六
章
十
八
節
に
お
い
て
「
姦
通
」
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら

れ
、そ
の
残
り
の
部
分
に
お
い
て
「
姦
淫
」
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
こ

こ
で
「
相
当
す
る
」
と
し
た
の
は
、
新
共
同
訳
聖
書
は
ヘ
ブ
ル
語
の
旧
約
聖
書
を
、

ギ
リ
シ
ア
語
の
聖
書
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
）。

 
 

要
す
る
に
、ʻm

oechorʼ

に
相
当
す
る
語
が
二
対
一
の
割
合
で
「
姦
淫
」
と
「
姦

通
」
に
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
述
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
羅
英
辞
典
も

語
釈
にʻadulteryʼ

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
小
林
珍
雄
編
『
キ
リ
ス
ト
教
用

語
辞
典
』（
東
京
堂
出
版
、一
九
五
四
年
）で
はʻAdulteryʼ

の
項
目
を
用
け
、「〔
英
〕

―174―



愛知大学 言語と文化 No. 23

（ 4 ）

姦
通
罪（
教
会
法
上
の
）。
別
居
の
理
由
と
な
り
得
。」（
四
頁
）と
し
て
い
る
。
従
っ

て
、
“non m

oechaberis; 

” 

は
「
あ
な
た
は
姦
通
を
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
訳

す
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

 
 

こ
の
「
姦
通
」
と
い
う
語
に
対
応
す
る
ラ
テ
ン
語
の
動
詞
と
名
詞
が
そ
れ
ぞ

れʻm
oechorʼ

とʻadulterium
ʼ

で
あ
る
。A. Schönegger

に
よ
れ
ば
、 

ʻadulterium
ʼ

、 

す
な
わ
ち
「
姦
通
」
と
は
「
狭
義
（
法
律
的
意
義
）
に
於
い
て

は
、
少
く
と
も
そ
の
一
人
が
旣
婚
者

0

0

0

0

0

0

な
る
當
事
者
間
の
婚
姻
外
の
姦
淫

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
指
し
、

若
し
双
方
と
も
旣
婚
者
な
ら
ば
重
姦
と
な
る
。
廣
義
に
於
い
て
は
旣
婚
者
と
そ
の

0

0

0

0

0

0

配
偶
以
外
の
性
的
な
罪
惡
行
爲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
ま
た
配
偶
者
間
或
は
配
偶
者
一
方
の
自

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

己
自
身
に
對
す
る
反
自
然
的
行
爲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
指
し
進
ん
で
は
他
人
の
配
偶
に
對
す
る
單
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
慾
情

0

0

0

を
も
含
む
も
の
で
あ
る
（
ば
五
の
二
八
）。
姦
通
は
貞
潔
に
對
し
又
罪
な
き

配
偶
に
對
す
る
愛
と
正
義
と
に
對
す
る
大
罪
で
あ
り
、
家
族
從
つ
て
又
國
家
及
び

教
會
に
對
す
る
侵
犯
で
あ
る
。
配
偶
者
の
一
方
が
他
の
一
方
の
姦
通
に
同
意
し
た

に
し
て
も
、
之
は
こ
の
行
爲
の
姦
通
と
い
ふ
罪
惡
行
爲
た
る
こ
と
を
變
へ
る
も
の

で
は
な
い
。
モ
イ
ゼ
の
律
法
に
於
い
て
は
姦
通
は
死
刑
（
石
を
以
て
）
に
處
せ
ら

れ
た
（
利
二
〇
ノ
一
〇
、申
二
二
ノ
二
二
）。
聖
パ
ウ
ロ
に
よ
れ
ば
（
哥
前
六
ノ
九
）

姦
通
者
は
天
主
の
國
よ
り
排
除
さ
れ
る
。
ユ
デ
ア
、
ロ
ー
マ
、
ゲ
ル
マ
ン
法
に
反

し
て
キ
リ
ス
ト
敎
に
於
い
て
は
旣
婚
者
の
獨
身
者
と
の
性
交
も
姦

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

通0

と
認
め
ら
れ

0

0

0

0

0

る0

（
哥
前
七
の
四
）。
エ
ル
ヴ
ィ
ラ
、
ア
ン
キ
ラ
、
ト
レ
ド
、
パ
リ
等
の
敎
會
會
議

は
い
づ
れ
も
姦
通
に
對
し
て
重
い
敎
會
的
贖
罪
を
果
し
、
之
は
贖
罪
規
定
書
に
よ

つ
て
六
、
五
、
又
は
七
年
と
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
ト
リ
エ
ン
ト
公
會
議
は
之
を
破

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

門
に
處
し

0

0

0

0

、
現
行
敎
会
法

0

0

0

0

0

は
公
然
の
姦
通
や
法
廷
で
姦
通
と
宣
告
さ
れ
た
場
合
に

は
そ
の
行
狀
改
善
ま
で
敎
會
的
法
律
行
爲
よ
り
排
除
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
敎
會
法
二
三
七
五

條
二
項
）。」（
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辭
典　

Ⅰ
』、
一
九
四
〇
年
、
四
六
七
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、「
少
く
と
も
一
方
が
既
婚
者
で
あ
る
結
婚
外
の
男
女
の
交
接
」

（「
姦
通
」
小
林
珍
雄
編
『
キ
リ
ス
ト
教
百
科
事
典
』
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
一
九
六

〇
年
、
三
七
五
頁
）
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
重
大
な
罪
と
見
な
し
、
こ
れ
を
犯
し

た
者
を
教
会
法
に
よ
っ
て
処
分
す
る
わ
け
で
あ
る
。

 
 

ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
の
決
定
に
関
し
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
神
言
神
学
院
の

教
皇
庁
認
可
神
学
部
図
書
館
所
蔵
に
な
るConcilium

 Tridentinum
,  

D
iariorum

, Actorum
, Epistularum

 Tractatuum
 nova collectio, ed. 

Societas Goerresiana, 1972, Tom
us Sextus, Volum

en Secundum
, IV. 

Vota de Sacram
ento M

atrim
onii, pp. 113–168

に
は
姦
通（Adulterium

）

に
関
す
る
記
述
が
集
約
さ
れ
た
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、い
ず
れ
も
ボ
ロ
ー

ニ
ャ
で
の
会
議
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
39
の b) De adulterio

に
は

一
五
四
七
年
九
月
三
日
のgeneralis congregatio

で
の
姦
通
に
関
す
る
ま
と

ま
っ
た
量
の
議
論
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
終
わ
り
の
箇
所
に
は
、
“Quod si 

autoritate veteris testam
enti praecepta, quae ibi figurate sunt posita, 

in ecclesia spiritualiter fuisse com
pleta. Cum

 enim
 anim

a quaelibet 
per fidem

 Christo fuerit sociata, si per hereticam
 pravitatem

 a 
Christo recedens viro, id est diabolo, adhaesit, cum

 forte ad priorem
 

virum
, id est ad Christum

, reverti voluerit, secundem
 diffinitionem

 
antiquorum

 canonum
 usque ad exitum

 vitae non est societati eius 
copulanda, id est ad com

m
unionem

 sacram
entorum

 Christi et 
ecclesiae adm

ittenda, non quod vere poenitens debeat de 
indulgentia desperare, sed in hac desperatione lapsum

 hum
iliter 

deplorare.

” (p.134) 

と
あ
る
。
或
い
は
こ
の
部
分
が
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、「
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
開
か
れ
た
二
回
の
会
議
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
れ

を
公
会
議
決
議
の
形
で
宣
言
す
る
こ
と
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。」（
フ
ー
ベ
ル
ト
・

イ
ェ
デ
ィ
ン
『
公
会
議
史
』
梅
津
尚
志
・
出
崎
澄
男
訳
、
南
窓
社
、
一
九
八
六
年
、

一
一
五
頁
）
と
い
う
事
情
か
ら
、
こ
れ
は
破
門
に
関
す
る
決
議
事
項
と
は
言
え
な

い
（
尚
、
ヘ
デ
ィ
ン
同
書
「
史
料
・
参
考
文
献
の
手
引
き
」〔
二
二
五
頁
―
二
二
六

頁
〕
に
は
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
に
関
す
る
重
要
文
献
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
殆

ど
手
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
憾
み
と
す
る
）。

 
 

他
方
、
一
九
一
七
年
公
布
の
旧
教
会
法
の
第
十
四
章
「
生
命
、
自
由
、
所
有
、

名
誉
お
よ
び
良
俗
に
反
す
る
犯
罪
」
第
二
三
五
七
条
で
は
、「（
一
）
平
信
者
が
十

0

0

0

0

0
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六
歳
未
満
の
未
成
年
者
と
十
戒
の
第
六
戒
に
反
し
て
犯
な
っ
た
犯
罪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
た
は
強

姦
、
反
自
然
的
性
交
、
近
親
相
姦
、
淫
行
勧
誘
の
犯
罪
の
た
め
に

0

0

0

0

、
適
法
に
有
罪

0

0

0

0

0

と
さ
れ
た
場
合
は

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
事
実
に
よ
り
当
然
汚
辱
者
と
な
り

0

0

0

0

0

0

、
さ
ら
に
裁
治
権
者

の
判
断
に
よ
る
他
の
刑
罰
を
も
科
せ
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（
二
）
姦
通
罪
を
犯
し

0

0

0

0

0

0

、
も
し
く
は

私
通
関
係
に
あ
る
こ
と
が
公
に
な
っ
て
い
る
者
、
ま
た
は
十
戒
の
第
六
戒
に
反
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
他
の
犯
罪
の

0

0

0

0

0

0

た
め
に
適
法
に
有
罪
と
さ
れ
た
者
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
真
の
改
心
の
情
を
示
す
ま

で
は
、
教
会
に
お
け
る
適
法
な
行
為
か
ら
排
除
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。」（『
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
法

典
』〔
羅
和
対
訳　

ル
イ
ジ
・
チ
ヴ
ィ
ス
カ
訳
〕
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
、
八
五
七

頁
）
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
一
九
八
三
年
公
布
の
新
教
会
法
で
は
姦
通
は
第
一
一

五
二
条
で
こ
れ
よ
り
簡
略
な
形
で
扱
わ
れ
る
〔『
カ
ト
リ
ッ
ク
新
教
会
法
典
』
有
斐

閣
、
一
九
九
二
年
、
六
二
頁
〕）。
つ
ま
り
、
姦
通
を
犯
し
た
者
に
は
教
会
に
よ
り

社
会
的
制
裁
が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
六
戒
は
個
人
に
課
せ
ら
れ
た
内
的
な

命
令
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
外
的
な
刑
罰
の
執
行
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
 

第
六
戒
は
姦
通
を
禁
止
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は

婚
姻
を
七
つ
の
秘
跡
の
一
つ
と
し
て
重
視
す
る
こ
と
に
よ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お

け
る
重
要
な
可
視
的
制
度
と
し
て
の
婚
姻
へ
の
違
反
行
為
と
し
て
姦
通
は
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
教
要
解
略
が
書
か
れ
る
ほ
ぼ
五
十
年
前
に
開
か
れ
た
ト
リ
エ
ン
ト

公
会
議
の
第
二
十
四
総
会
で
は
一
五
六
三
年
十
一
月
十
一
日
に
婚
姻
の
教
理
に
つ

い
て
確
認
が
さ
れ
た
（
一
七
九
六
番
～
一
八
一
六
番
）。
そ
の
う
ち
、「
婚
姻
の
秘

跡
に
つ
い
て
の
規
定
」
で
は
「
一
八
〇
二
（
九
七
二
）
二
条
。
キ
リ
ス
ト
者
は
同

時
に
数
人
の
妻
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
、
そ
う
す
る
こ
と
は
神
の
掟
に

よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
（
マ
タ
イ
一
九
・
四
～
九
参
照
）
と
言
う
者
は
排
斥

さ
れ
る（
＊
一
七
九
八
参
照
）。」（
デ
ン
ツ
ィ
ン
ガ
ー
／
シ
ェ
ー
ン
メ
ッ
ツ
ァ
ー『
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
文
書
資
料
集
』
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
一
九
八
二
年
、
三
一
二
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
一
夫
一
婦
制
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
重
婚
は
一
律
に
禁
止
さ
れ

る
。
例
外
は
な
い
。
姦
通
も
ま
た
一
夫
一
婦
制
を
根
底
か
ら
動
揺
さ
せ
る
も
の
と

し
て
教
会
法
の
体
系
に
お
い
て
厳
重
に
禁
示
さ
れ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
 

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
は
一
夫
一
婦
の
婚
姻
制
度
が
重
視
さ
れ
、
姦
通
は

そ
の
違
反
行
為
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
婚
姻
制
度
の
肯
定
と
否
定
と

が
同
一
の
教
会
法
の
世
界
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
何
故
な
ら
ば
、
現
代
の
世
俗
社
会
に
お
い
て
は
婚
姻
は
民
法
の
範
疇
に
、
姦

通
は
刑
法
の
範
疇
に
帰
せ
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
、
ど

う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
 

戒
能
通
孝
『
民
法
学
概
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
五
六
年
）
第
一
章
「
民
法
」

第
一
節
「
民
法
と
市
民
法
」
に
よ
れ
ば
、「
か
く
し
て
形
式
的
に
合
理
的
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
内
容
的
に
も
合
理
的
と
み
ら
れ
る
民
法
は
、
社
会
的
身
分
制
を
廃
し
、

い
か
に
外
面
的
に
せ
よ
、
人
間
の
均
質
性
も
し
く
は
平
等
性
を
認
め
る
資
本
主
義

社
会
の
出
現
す
る
ま
で
は
、
事
実
上
制
定
さ
れ
ず
に
い
た
の
で
あ
る
。
資
本
主
義

的
生
産
が
、
身
分
の
拘
束
を
受
け
な
が
ら
可
能
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ

こ
で
近
代
国
家
出
現
の
た
め
の
革
命
は
、
ま
ず
身
分
制
を
廃
止
し
て
、
す
べ
て
の

人
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
た
め
の
革
命
だ
っ
た
。
ま
た
資
本
主
義
的
生

産
が
、
村
落
や
同
業
組
合
の
特
権
・
仕
来
り
・
掟
そ
の
他
の
閉
鎖
的
条
件
に
妨
害

さ
れ
た
な
ら
、
成
立
し
得
な
い
こ
と
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
い
特
権
・
慣
行
そ

の
他
の
閉
鎖
的
な
条
件
を
う
ち
破
り
、
少
な
く
と
も
一
国
と
い
う
相
当
大
き
な
範

囲
に
お
い
て
経
済
活
動
の
自
由
が
保
障
さ
れ
ね
ば
だ
め

0

0

で
あ
る
。
資
本
主
義
的
生

産
は
、
こ
の
意
味
で
い
う
ま
で
も
な
く
国
家
を
作
る
。
そ
し
て
国
家
を
し
て
一
身

分
に
対
し
て
だ
け
独
特
で
な
く
、
国
民
的
共
通
性
の
あ
る
法
規
を
制
定
さ
せ
、
裁

判
そ
の
他
紛
争
解
決
の
必
要
が
起
こ
っ
た
場
合
、
適
用
法
規
た
ら
し
め
る
ほ
か
な

い
の
で
あ
る
。
民
法
の
歴
史
の
上
で
、
右
の
よ
う
な
目
的
を
示
し
た
最
近
の
近
代

民
法
は
、
一
八
〇
四
年
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。」（
傍
点
、

戒
能
注
。
六
頁
―
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
民
法
は
封
建
的
な
身
分
制
社
会
が
倒

さ
れ
て
、
平
等
な
個
人
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
近
代
的
な
市
民
社
会
が
成
立
し
て

初
め
て
制
定
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

 
 

そ
の
よ
う
な
市
民
社
会
が
建
設
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
十
六
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
宗

教
改
革
、
十
七
世
紀
の
市
民
革
命
、
十
八
世
紀
の
産
業
革
命
と
い
う
道
程
を
辿
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
婚
姻
と
姦
通
に
つ
い
て
記
し
た
教
会
法
は
身
分
制
社

―172―



愛知大学 言語と文化 No. 23

（ 6 ）

会
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
明
出
来
る
か
ど
う

か
は
不
分
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
が
出
来
る

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
身
分
制
社
会
を
受
容
し
た
う
え
で
の
婚

姻
制
度
の
尊
重
と
姦
通
の
禁
止
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
自
ず

と
身
分
制
度
の
暗
い
陰
が
か
ぶ
さ
っ
て
来
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

 
 

婚
姻
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
七
つ
の
秘
跡 

（Sacram
entum

） 

の
う
ち
の
一

つ
に
数
え
ら
れ
る
。
制
度
と
し
て
の
離
婚
は
認
め
ら
れ
な
い
。
一
五
三
四
年
に
英

国
の
教
会
が
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
分
離
・
独
立
し
た
と
き
の
主
要
な

問
題
の
一
つ
は
当
時
の
国
王
ヘ
ン
リ
ー
八
世
の
婚
姻
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た

（「
９　

イ
ギ
リ
ス
の
反
抗
」
Ｗ
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
『
キ
リ
ス
ト
教
史
③   

宗
教
改
革
』

〔
竹
内
寛
監
修
、
塚
田
理
・
八
代
崇
訳
〕
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
三
年
、
一
二
一

頁
―
一
四
三
頁
）。
英
国
国
王
の
婚
姻
に
対
す
る
態
度
を
容
認
す
る
こ
と
の
出
来
な

か
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
い
わ
ゆ
る
対
抗
宗
教
改
革
の
初
期
に
お
い
て
婚
姻

に
関
す
る
自
ら
の
原
則
的
立
場
を
確
認
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

 
 

イ
ギ
リ
ス
で
首
長
令
が
出
さ
れ
て
か
ら
十
一
年
後
に
ト
リ
エ
ン
ト
で
公
会
議
が

開
催
さ
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
自
ら
の
信
仰
の
原
則
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
五
四
七
年
三
月
三
日
の
第
七
会
議
に
お
い
て
、「
秘
跡
に
関
す
る
一
般
的
事
項

（
秘
跡
は
七
つ
で
あ
る
こ
と
、
外
的
形
成
の
遂
行
に
よ
り
客
観
的
効
果
を
生
む
こ

と
）
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
同
時
に
個
別
問
題
と
し
て
、
洗
礼
と
堅
信
の
秘
跡
に
つ

い
て
の
決
議
が
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。」（
イ
ェ
デ
ィ
ン
、前
掲
書
、一
一
三
頁
）

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
一
五
四
七
年
に
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
に
て
婚
姻
に
関
す
る
教
理

に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
（
Ｈ
・
デ
ィ
ン
ツ
ィ
ン
ガ
ー
編
『
改
訂
版　

カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
文
書
資
料
集
』〔
Ａ
・
ジ
ン
マ
ー
マ
ン
監
修
、
浜
寛
五
郎
訳
〕
エ
ン
デ
ル
レ
書

店
、
一
九
八
二
年
、
三
一
一
頁
）。
更
に
、
そ
の
十
六
年
後
の
一
五
六
三
年
十
一
月

十
一
日
の
第
二
十
四
会
議
に
お
い
て
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
を
受
け

継
い
で
「
婚
姻
は
秘
跡
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
た
。」（
イ
ェ

デ
ィ
ン
、
同
書
、
一
二
四
頁
）
の
で
あ
っ
た
。

 
 

こ
の
第
二
十
四
総
会
に
お
い
て
「
婚
姻
の
秘
跡
に
つ
い
て
の
教
理
」（Doctrina 

et canones cum
 alliis concernentibus sacram

entum
 m

atrim
onii

）

（
デ
ィ
ン
ツ
ィ
ン
ガ
ー
、
前
掲
書
、
三
一
一
頁
―
三
一
三
頁
）
が
発
表
さ
れ
た
。
そ

の
中
の
「
婚
姻
の
秘
跡
に
つ
い
て
の
規
定
」（Canones de sacram

ento 
m

atrim
onii

）
の
第
二
条
（Canon secundus

）
は
、
“Si quis dixerit, licere 
Chiristianis plures sim

ul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse 
prohibitum

: anathem
a sit.

” （Concilium
 Tridentinum

, Tom
us N

onus, 
p. 967

）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
明
確
に
「
キ
リ
ス
ト
者
は
同
時
に
数
人
の
妻

を
持
つ
こ
と
」（
デ
ィ
ン
ツ
ィ
ン
ガ
ー
、
同
書
、
三
一
二
頁
）
が
禁
止
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
で
は
離
婚
制
度
と
一
夫
多
妻
制
度
が

原
理
的
に
否
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

 
 

当
然
、
秘
跡
と
し
て
の
婚
姻
を
重
ん
ず
る
こ
と
を
確
認
し
た
対
抗
宗
教
改
革
期

以
降
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
姿
勢
は
遠
く
海
を
隔
て
た
明
末
中
国
の
天
主
教
会
に

お
い
て
も
受
け
継
が
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
べ
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
は
時
代
を

超
え
、
空
間
を
超
え
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
理
に
従
っ
て
婚
姻
制
度
を
尊
重
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
を
代
表
格
と
す
る
明
末
中
国
に
お

け
る
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
る
伝
道
は「
順
応
政
策（Accom

odatio

）」（
川
村
信
三「
順

応
政
策
」
大
貫
隆
他
編
『
岩
波　

キ
リ
ス
ト
教
辞
典
』、
二
〇
〇
二
年
、
五
五
五
頁
）

に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
婚
姻
制
度
に
関
す
る
こ
と
が
ら
に
お
い

て
は
当
時
の
中
国
の
慣
習
に
適
応
さ
せ
る
余
地
は
さ
ほ
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。

 
 

滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』（
創
文
社
、
一
九
六
七
年
）
第
四
章
「
婦
女

の
地
位
」
第
三
節
「
宗
へ
の
所
属
関
係
」
に
よ
れ
ば
、「
ま
ず
、
婚
姻
の
成
立
を
宗

教
的
（
す
な
わ
ち
教
会
）
ま
た
は
世
俗
的
（
す
な
わ
ち
国
家
）
い
ず
れ
に
せ
よ
公

的
権
威
の
立
合
い
・
認
証
に
か
か
ら
し
め
る
と
い
う
考
え
方
は
中
国
に
は
存
在
し

な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
法
律
婚
主
義
は
過
去
の
中
国
に
お
い
て
は
無
縁
で
あ
っ

た
。」（
四
六
五
頁
）
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
明
末
中
国
の
天
主
教
教
会
の
中
で
行
な

わ
れ
た
で
あ
ろ
う
婚
姻
の
儀
礼
は
当
時
の
中
国
の
人
々
の
眼
に
は
最
初
は
奇
異
な

る
も
の
と
し
て
映
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
伝
統
的
に
中
国
に
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お
い
て
法
は
、「
通
常
の
契
約
を
規
律
す
る
の
と
基
本
的
に
は
同
様
に
、
社
会
的
現

実
と
し
て
の
婚
姻
の
成
立
を
、
法
的
に
も
承
認
し
保
護
す
る
と
い
う
立
場
を
と
っ

て
い
た
。」（
同
書
、
四
六
六
頁
）
の
で
、
こ
の
新
し
い
天
主
教
の
婚
姻
の
儀
礼
を

も
天
主
教
信
者
間
の
新
た
な
「
社
会
的
現
実
」
と
し
て
受
け
容
れ
る
こ
と
に
対
し

て
、
中
国
の
法
は
さ
し
た
る
抵
抗
を
覚
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

 
 

と
こ
ろ
で
、
中
国
に
お
い
て
は
伝
統
的
に
法
に
よ
っ
て
婚
姻
の
成
立
を
規
定
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
社
会
的
慣
習
と
し
て
認
知
さ
れ
た
婚
姻
制
度
を

損
い
蝕
む
行
為
を
法
に
よ
っ
て
処
罰
し
た
。
言
う
な
れ
ば
、
裏
側
か
ら
否
定
形
に

よ
っ
て
婚
姻
制
度
の
枠
組
み
を
定
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
大
明
律
』
巻
第
二
十
五

「
刑
律
八
」
の
計
十
条
は
そ
の
よ
う
な
違
反
行
為
を
列
挙
し
、
そ
れ
に
対
す
る
処
罰

を
明
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
十
一
条
と
は
、「
犯
姦
」、「
縦
容
妻
妾
犯
姦
」、

「
親
属
相
姦
」、「
誣
執
翁
姦
」、「
奴
及
僱
工
人
姦
家
長
妻
」、「
姦
部
民
妻
女
」、「
居

喪
及
姦
」、「
良
賤
相
姦
」、「
官
吏
宿
娼
」、「
買
良
為
娼
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
重
要
な
も
の
は
最
初
の
六
つ
と
八
番
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
 

第
一
条
の
「
犯
姦
」
で
は
「
姦
」
を
合
意
に
よ
る
「
和
姦
」、
計
略
に
よ
る
「
刁

姦
」、
暴
力
に
よ
る
「
強
姦
」
の
三
つ
に
分
類
し
、
前
二
者
を
男
女
同
罪
と
し
、
後

一
者
を
女
性
無
罪
と
す
る
。
第
二
条
の
「
縦
容
妻
妾
犯
姦
」
で
は
妻
や
妾
の
「
姦
」

を
放
置
す
る
場
合
、
夫
及
び
「
姦
」
を
犯
し
た
男
女
は
同
罪
に
処
せ
ら
れ
る
が
、

妻
や
妾
及
び
養
女
に「
姦
」を
強
制
す
る
な
ら
ば
、夫
と
養
父
は
同
罪
に
処
せ
ら
れ
、

「
姦
」
を
犯
し
た
男
へ
の
罰
は
杖
二
十
だ
け
軽
く
、女
性
は
無
罪
と
さ
れ
る
。
更
に
、

同
条
で
は
「
買
休
・
売
休
・
和
娶
人
妻
」
の
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
野

口
鐡
郎
編
訳
『
訳
註　

明
史
刑
法
志
』（
風
響
社
、
二
〇
〇
一
年
）
の
［
〇
五
四
］

の
註
（
５
）
に
よ
れ
ば
、「
姦
夫
が
本
夫
に
銭
財
を
手
渡
し
て
姦
婦
を
離
婚
さ
せ
て

譲
り
受
け
る
こ
と
を
買
休

0

0

と
い
い
、
本
夫
が
姦
夫
か
ら
銭
財
を
受
け
取
っ
て
姦
婦

を
離
縁
し
て
譲
り
渡
す
こ
と
を
売
休

0

0

と
い
う
。」（
傍
点
、
訳
者
注
。
以
下
、
同
じ
。

八
十
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
夫
が
他
の
男
性
か
ら
金
銭
を
渡
さ
れ
て
妻

を
離
縁
し
、
そ
の
後
で
離
縁
さ
せ
ら
れ
た
女
性
が
夫
に
金
銭
を
渡
し
た
男
性
と
結

婚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
合
意
す
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
夫

と
妻
、
金
銭
を
渡
し
た
男
性
は
同
罪
に
処
せ
ら
れ
る
。
も
し
、
男
性
と
妻
が
計
略

を
用
い
て
夫
に
妻
を
離
縁
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
は
夫
は
罪

に
処
せ
ら
れ
な
い
。
第
三
条
の
「
親
族
相
姦
」
で
は
「
姦
」
を
犯
す
対
象
が
親
族

で
あ
る
場
合
、
そ
の
関
係
の
違
い
に
よ
っ
て
処
罰
が
異
な
る
こ
と
を
示
す
。
具
体

的
に
は
、
対
象
が
「
同
宗
無
服
之
親
」（
＝
同
族
で
あ
る
が
、
服
喪
の
関
係
に
な
い

親
族
）、「
緦
麻
以
上
親
」（
＝
三
か
月
の
軽
い
服
喪
の
関
係
に
あ
る
親
族
）、「
従
祖

祖
母
姑
」（
＝
父
の
従
兄
弟
の
母
〔
中
国
文
化
研
究
所
『
中
文
大
辭
典
』
第
十
二
冊
、

三
五
一
頁
。
同
第
二
冊
、
四
六
八
頁
〕
？
）・「
従
祖
伯
叔
母
姑
」（
＝
祖
父
の
兄
弟

の
妻
〔『
中
文
大
辭
典
』
第
十
二
冊
、
三
五
一
頁
〕
？
）・「
従
父
姊
妹
」、「
父
祖
妾
」

（
＝
父
の
妾
、
祖
父
の
妾
？
）・「
伯
叔
母
」
で
あ
れ
ば
、
前
の
グ
ル
ー
プ
よ
り
後
ろ

の
グ
ル
ー
プ
の
場
合
の
ほ
う
が
処
罰
が
重
く
な
る
。
第
四
条
の
「
誣
執
翁
姦
」
で

は
妻
が
夫
の
父
を
、
弟
の
妻
が
夫
の
兄
を
騙
し
て
「
姦
」
す
る
場
合
は
斬
罪
に
処

せ
ら
れ
る
こ
と
を
記
す
。
第
五
条
の
「
奴
及
僱
工
人
姦
家
長
妻
」
で
は
奴
僕
や
使

用
人
が
家
長
の
妻
を
「
姦
」
す
る
場
合
は
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
を
記
す
。
第

六
条
の
「
姦
部
民
妻
女
」
で
は
軍
民
や
官
吏
が
部
下
の
妻
や
娘
を
「
姦
」
す
る
場
合
、

「
姦
」
罪
二
等
が
加
え
ら
れ
、
退
職
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
記
す
。
第
八
条
の
「
良
賤

相
姦
」
で
は
奴
僕
が
良
人
（
＝
自
由
人
）
の
婦
女
を
「
姦
」
す
る
場
合
、常
に
「
姦
」

罪
一
等
が
加
え
ら
れ
る
が
、
良
人
が
他
人
の
女
性
の
奴
僕
を
「
姦
」
す
る
場
合
、

罪
一
等
が
減
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
記
す
。

 
 

こ
れ
ら
明
律
に
お
け
る
「
姦
」
に
関
す
る
条
文
を
見
て
み
る
と
、
明
末
中
国
に

お
い
て
「
姦
」
と
は
伝
統
的
な
中
国
の
家
族
制
度
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い

様
々
な
形
態
の
男
女
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
制
度
及
び
身
分
制
度
の
秩

序
を
内
側
か
ら
切
り
崩
す
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、「
姦
」

が
関
係
の
近
い
親
族
の
間
で
行
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
或
い
は
異
な
る
身
分
の
間
で

行
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
一
層
処
罰
は
重
く
な
る
。
家
族
制
度
及
び
身
分
制
度
の
維

持
と
い
う
大
前
提
の
も
と
で
そ
の
限
り
に
お
い
て
「
姦
」
は
問
題
に
さ
れ
る
わ
け

で
あ
る
。
裏
返
し
て
言
う
な
ら
ば
、
家
族
制
度
の
も
と
で
血
統
の
存
続
の
た
め
に
、
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ま
た
身
分
制
度
の
も
と
で
妻
よ
り
低
い
地
位
と
し
て
妾
の
存
在
は
許
容
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
こ
の
一
点
に
お
い
て
「
既
婚
者
が
自
分
の
夫
ま
た
は
妻
以
外
の
者
と

肉
体
関
係
を
も
つ
こ
と
」（
ジ
ョ
ン
・
Ａ
・
ハ
ー
ド
ン
編
著
『
カ
ト
リ
ッ
ク
小
事
典
』

エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
一
九
八
六
年
、
五
十
二
頁
）
を
姦
通
の
内
容
と
し
、
第
六
戒

に
よ
っ
て
こ
れ
を
禁
ず
る
天
主
教
の
教
理
は
中
国
の
家
族
制
度
と
相
容
れ
な
い
こ

と
に
な
ろ
う
。

 
 

果
た
し
て
滋
賀
秀
三
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、「
中
国
古
来
の
婚
姻
制
度
は
、
約
言
す

れ
ば
一
夫
一
妻
多
妾
制
で
あ
り
、
正
妻
は
一
人
に
限
ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
経

済
的
事
情
が
ゆ
る
す
な
ら
ば
、
幾
人
で
も
妾
を
置
く
こ
と
が
、
法
律
上
も
道
徳
上

も
正
当
な
こ
と
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
自
家
に
属
す
る
婢
…
…
と
の
情

交
に
つ
い
て
も
、
違
法
性
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
か
ま
た
は
極
め
て
軽
微
に
し
か

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
主
人
は
自
己
の
寵
愛
す
る
婢
を
何
時
で
も
妾
に
な

お
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
婢
も
ま
た
妾
に
準
ず
る
存
在
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
妾
や
婢
は
家
庭
の
一
員
と
し
て
公
然
と
養
わ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
生
れ
た
子
に
つ
い
て
父
が
不
明
と
い
う
問
題
も
起

ら
ず
、
母
子
と
も
に
生
活
の
保
障
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
条
件
の
下
に

お
い
て
の
み
、
男
が
正
妻
以
外
の
女
性
と
通
ず
る
こ
と
が
合
法
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
以
外
に
、
家
庭
の
外
に
お
い
て
女
性
と
事
実
上
の
関
係
を
結
ぶ
行
為
は
、

双
方
と
も
配
偶
者
の
な
い
身
で
あ
る
場
合
を
も
含
め
て
、
こ
れ
を
す
べ
て
姦
罪
と

し
て
処
罰
す
る
の
が
中
国
法
の
基
本
的
な
態
度
で
あ
っ
た
。」（
第
二
章
「
家
の
法

律
的
構
造
」
第
二
節
「
複
合
型
の
家
」、
二
四
七
頁
）
の
で
あ
る
。
ま
た
、
諸
橋
轍

次
『
支
那
の
家
族
制
』（
大
修
館
、
一
九
四
〇
年
）
の
「
婚
姻
篇
」
第
八
節
「
附　
婦

人
と
地
位
」
に
も
、「
一
夫
多
妻
が
支
那
の
古
制
で
あ
る
と
は
多
く
の
人
の
論
ず
る

所
で
あ
る
が
、
實
は
嚴
密
に
言
へ
ば
、
一
婦
多
妾
の
制
度
で
あ
る
。
…
嫡
妻
卽
主

婦
は
一
人
で
あ
つ
て
、
他
は
妾
と
し
て
之
に
隷
屬
す
る
の
で
あ
る
。」（
六
十
七
頁
）

と
あ
る
。

 
 

要
す
る
に
、
伝
統
的
な
中
国
に
お
い
て
「
閨
房
の
伴
侶
と
し
て
娶
ら
れ
、
日
常

生
活
の
上
で
は
家
族
の
一
員
た
る
地
位
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
宗
と
い
う
理
念
的

な
秩
序
の
う
ち
に
は
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
女
性
」（
第
六
章
「
不
正
規
な
家

族
員
」
第
一
節
「
妾
」、
五
五
一
頁
）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
妾
は
、
社
会
的
に
は
「
礼

と
律
と
に
よ
っ
て
規
制
の
対
象
と
し
て
正
面
か
ら
取
上
げ
ら
れ
た
一
個
の
制
度
的

な
身
分
」（
同
章
同
節
、五
五
六
頁
）
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
地
位
は
低
く
と
も
、

妾
は
中
国
の
家
族
制
度
の
体
系
に
お
い
て
正
式
に
そ
の
存
在
理
由
を
付
与
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

 
 

こ
こ
で
教
要
解
略
に
お
い
て
「
邪
淫
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
て
み
た
い
。『
漢
語
大
詞
典
』
第
十
巻
の
「
邪
淫
」
の
項
で
は
語
義
の
第
二
を

「
奸
淫
；
下
流
的
行
為
」
と
し
、『
大
乗
起
信
論
』、『
初
刻
拍
案
驚
奇
』
及
び
端
木

蕻
良
『
科
爾
沁
旗
草
原
』
の
中
の
文
句
を
用
例
と
し
て
挙
げ
る
。
明
末
以
前
の
前

二
者
の
用
例
に
つ
い
て
そ
の
前
後
の
部
分
を
合
わ
せ
て
見
て
み
る
と
、
実
叉
難
陀

訳
『
大
乗
起
信
論
』
巻
下
で
は
「
但
念
自
他
利
益
安
樂
。
迴
向
阿
耨
多
羅
三
藐
三

菩
提　

云
何
修
戒
門
。
所
謂
在
家
菩
薩
當
離
殺
生
偸
盜
邪
婬

0

0

妄
言
兩
舌
惡
口
綺
語

慳
貪
瞋
嫉
諂
誑
邪
見
。」（『
大
正
大
蔵
経
』
第
三
十
二
巻
、
第
一
六
六
七
番
、
五
九

〇
頁
）
と
あ
り
、『
初
刻
拍
案
驚
奇
』
巻
三
十
二
「
喬
兌
換
胡
子
宣
淫　

顯
報
施
臥

師
入
定
」
で
は
「
鐵
生
與
門
氏
甚
是
相
。
心
中
想
着
臥
師
所
言
禍
福
之
報
、
好
生

警
悟
、對
門
氏
衟:

『
我
只
因
見
你
姿
色
、起
了
邪
心
、却
被
胡
生
先
淫
媾
了
妻
子
。

這
是
我
的
花
報
。
胡
生
與
吾
妻
子
背
了
我
淫
媾
、
今
日
却
一
時
倶
死
、
你
歸
于
我
、

這
却
是
他
們
的
花
報
。
此
可
爲
妄
想
邪
ぱ
之
戒
！
先
前
臥
師
入
定
轉
來
、
已
説
破

了
。
我
如
今
悟
心
已
起
、
家
業
雖
破
、
還
好
收
拾
支
撑
、
我
與
你
安
分
守
己
、
過

日
罷
了
。』
鐵
生
就
禮
拜
臥
師
爲
師
父
、
受
了
五
戒
、
戒
了
邪
淫

0

0

、
也
再
不
放
門
氏

出
去
游
蕩
了
。」（
凌
濛
初
著
、
王
古
魯
蒐
錄
編
註
『
初
刻
拍
案
驚
奇
』
上
冊
、
古

典
文
学
出
版
社
、
一
九
五
七
年
、
六
一
三
頁
―
六
一
四
頁
）
と
あ
る
。
こ
れ
ら
か

ら
「
邪
淫
」
と
い
う
語
が
仏
教
用
語
で
あ
り
、
明
末
当
時
に
広
く
知
ら
れ
た
言
葉

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

 
 

『
大
漢
和
辞
典
』
巻
十
一
の
「
邪
淫
」
の
項
で
は
語
義
の
第
二
に
、「
⃞佛 

五
戒
の
一
。

自
己
の
妻
妾
で
な
い
も
の
に
淫
す
る
こ
と
。」（
二
二
四
頁
）
と
あ
る
。『
望
月
仏
教

大
辞
典
』
第
二
巻
の
「
五
戒
」
の
項
で
は
「
梵
語pañca sīlani

の
譯
。
…
五
種
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の
戒
の
意
。」（
一
一
一
八
頁
）
と
し
、
第
一
の
語
義
「
在
家
男
女
の
受
持
す
べ
き

五
種
の
制
戒
」（
同
頁
と
し
、
一
に
「
殺
生
」、
二
に
「
偸
盜
」
ま
た
「
不
與
取
」、

三
に
「
邪
淫
」
ま
た
「
非
梵
行
」、「
欲
邪
行
」、
四
に
「
妄
語
」
ま
た
「
虛
誑
語
」、

五
に
「
飮
酒
」
の
戒
を
挙
げ
る
（
一
一
一
八
頁
―
一
一
一
九
頁
）。
更
に
、『
望
月

仏
教
大
辞
典
』
第
三
巻
の
「
邪
婬
戒
」
の
項
で
は
、「
邪
婬
は
梵
語kām

a-
m

ithyâcāra
の
譯
。
…
…
五
戒
の
一
。
在
家
の
持
す
る
戒
に
し
て
、
だ
ち
人
及
び

法
に
守
護
せ
ら
る
る
婦
女
、
竝
に
非
支
非
時
等
に
於
て
婬
を
行
ず
る
を
制
し
た
る

も
の
。」（
二
一
一
四
頁
）
と
す
る
。
同
辞
典
に
引
く
『
大
智
度
論
』
第
十
三
と
『
瑜

伽
師
地
論
』
第
五
十
九
の
文
を
見
て
み
る
。『
大
智
度
論
』「
釋
初
品
」「
中
尸
羅
波

蜜
義
』
第
二
十
（
巻
第
十
三
）
に
は
、「
邪
婬
者
若
女
人
爲
二

父
母
兄
弟
姊
妹
夫
主

兒
子
世
間
法
王
法
守
護
一

。若
犯
者
名
二

邪
婬
一

。若
有
下
雖
レ
不
二

守
護
一

以
法
爲
上レ

守
。

云
何
法
守
。
一
切
出
家
女
人
在
家
。
受
二

一
日
戒
一

。
是
名
二

法
守
一

。
若
以

0

0

レ 0

力
若

0

0

以0

レ 0

財
若
誑
誘
若
自
有

0

0

0

0

0

0

0

レ 0

妻
受

0

0

レ 0

戒
有
娠

0

0

0

乳0

兒0

レ 0

非0

衟0

。
如
レ
是
犯
者
名
爲
二

邪
婬
一

。

如
レ
是
種
種
乃
至
以
華

0

0

0

0

鬘0

一 0

與0

二 0

婬0

女0

爲0

レ 0

要0

。
如0

レ 0

是
種
種
不

0

0

0

0

レ 0

作0

。
名0

爲0

二 0

不
邪

0

0

婬0

一 0

。

問
曰
。
人
守
人
瞋
法
守
破
法
應
レ
名
二

邪
婬

0

0

一

。
人
自
有
レ
妻
何
以
爲
レ
邪
。
答
曰
。

旣
聽
―二
受
一
日
戒
一

。
墮
二

於
法
中
一

。
本
雖
二

是
婦
一

今
不
二

自
在
一

。
過
二

受
戒
時
一

則
非
二

法
守
一

。
有
レ
娠
婦
人
以
二

其
身
重
一

。
厭
二

本
所
習
一

。
又
爲
レ
傷
レ
娠
。
乳
レ
兒

時
婬
二

其
母
一

乳
則
竭
。
又
以
下
心
著
二

婬
欲
一

不
復
護
上レ

兒
。
非
衟
之
處
則
非
二

女
根
一

女
心
不
レ
樂
。
强
以
二

非
理
一

故
名
二

邪
淫

0

0

一

。
是
事
不
レ
作
名
爲
二

不
邪0

婬0

一

。」（『
大

正
大
蔵
経
』
第
二
十
五
巻
、
一
五
六
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
、
弥
勒
菩
薩
説
、
玄
奘

訳
『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
第
五
十
九
に
は
、「
復
次
若
行
二

不
應
行
一

名
欲
二

邪
行
一

。

或
於
二

非
支
非
時
非
處
非
量
非
理
一

。
如
レ
是
一
切
皆
欲
邪
行
。
若
於
母
等
母
等
所
一レ

護
。
如
二

經
廣
說
一

。
名
二

不
應
行
一

。
一
切
男
女
及
不
男
屬
レ
自
屬
レ
他
皆
不
應
行
。

除
二

產
門
一

外
所
有
餘
分
皆
名
二

非
支
一

。
若
穢
下
時
胎
圓
滿
時
。
飮
二

兒
乳
一

時
受
二

齋
戒
一

時
。
或
有
レ
病
時
。
謂
所
有
病
匪
レ
宜
二

習
欲
一

。
是
名
二

非
時
一

。
若
諸
尊
重

所
二

集
會
一

處
。
或
靈
廟
中
或
大
衆
前
。
或
堅
鞭
地
高
下
不
レ
平
令
レ
不
二

安
隱
一

。

如
レ
是
等
處
說
名
二

非
處
一

。
過
レ
量
而
行
名
爲
二

非
量
一

。
是
中
量
者
。
極
至
二

於
五
一

。

此
外
一
切
皆
名
二

過
量
一

。
不
レ
依
二

世
禮
一

故
名
二

非
理
一

。
若
自
行
レ
欲
若
媒
合
レ
他
。

此
二
皆
名
二

欲
邪
行
攝
一

。
若
有
二

公
顯
一

或
復
隱
竊
。
或
因
二

誑
諂
方
便
矯
亂
一

。
或

因
二

委
託
一

而
行
二

邪
行
一

。
如
レ
是
皆
名
二

欲
邪
行
罪
一

。（『
大
正
新
修
大
藏
經
』
第

三
十
巻
、
六
三
一
頁
）
と
あ
る
。

 
 

『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
は
他
に
『
長
阿
含
』
第
六
「
転
輪
王
修
行
経
」
と
『
中
阿

含
』
第
五
十
五
「
晡
利
多
経
」
を
引
用
す
る
が
、
い
ず
れ
も
具
体
的
な
こ
と
に
は

触
れ
て
い
な
い
。
具
体
的
な
こ
と
が
ら
に
言
及
し
て
い
る
『
大
智
度
論
』
と
『
瑜

伽
師
地
論
』
の
文
を
つ
き
合
わ
せ
て
見
る
と
、
そ
こ
で
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
男

性
の
情
交
の
対
象
に
関
し
て
で
は
な
く
、
情
交
の
方
法
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
に
引
く
『
大
智
度
論
』
の
一
節
は
「
若
し
は
力
を

以
て
、
若
し
は
財
を
以
て
、
若
し
は
誑
誘
し
、
若
し
は
自
ら
妻
あ
る
も
、
受
戒
、

有
娠
、
乳
兒
、
非
衟
、
乃
至
華
鬘
を
以
て
婬
女
に
與
へ
て
要
を
な
し
、
是
の
如
く

犯
ぜ
ば
名
づ
け
て
邪
婬
と
爲
す
。」（
第
三
巻
、
二
一
一
四
頁
）
と
あ
り
、
妻
以
外

の
女
性
と
情
交
を
持
つ
こ
と
を
戒
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
の

原
文
は
「
暴
力
に
よ
っ
て
、
或
い
は
財
力
に
よ
っ
て
、
或
い
は
騙
し
ご
と
に
よ
っ

て
女
性
と
情
交
を
持
っ
た
り
、
或
い
は
妻
が
受
戒
し
身
ご
も
り
子
に
乳
を
や
る
よ

う
な
と
き
に
道
に
反
し
て
妻
と
情
交
を
持
つ
こ
と
、
淫
女
に
華
鬘
を
与
え
る
こ
と

な
ど
が
邪
婬
の
お
も
な
中
味
で
あ
る
。」
と
い
う
ほ
ど
の
の
意
味
に
取
る
こ
と
は
出

来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
妻
以
外
の
女
性
と
の
情
交
を
主
要
な
問
題
に
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
妻
と
の
情
交
の
あ
り
方
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
て
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
 

Ｖ
・
Ｓ
・
ア
プ
テ 

（V. S. Apte

）『
梵
英
辞
典
』（The Practical Sanskrit-

English Dictionary

）（
改
訂
増
補
版
）（
臨
川
書
店
、一
九
七
八
年
）
に
よ
れ
ば
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語
の
構
成
要
素
の
一
番
め
のʻkām

aʼ

の
語
義
は
十
個
あ
り
、

そ
れ
ら
はʻ1 W

ish, desire; 2 O
bject of desire; 3 Affection, love. 

4 Love or desire of sensual enjoym
ents, considered as one of the 

ends of life; 5 Desire of carnal gratification, lust; 6 The god of love. 
7 N

. of Pradyum
na. 8 N

. of Balarām
a. 9 A kind of tree. 10 The 

Suprem
e Being.ʼ

（p. 557

）で
あ
る
。
こ
の
語
に
対
す
る
漢
訳
語
と
し
て
は「
欲
、
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所
欲
、
貪
欲
、
婬
欲
、
欲
塵
；
樂
、
樂
欲
；
愛
、
愛
樂
、
貪
樂
；
快
樂
」、
ま
た
複

数
形
の
漢
語
訳
と
し
て
は
「
欲
樂
、
諸
欲
、（
五
） 

欲
、（
五
） 

欲
樂
」（
荻
原
雲
来

編
纂
、
鈴
木
学
術
財
団
編
集
『
漢
訳
対
照　

梵
和
大
辞
典
』〔
新
装
版
〕
講
談
社
、

一
九
八
六
年
、
三
三
五
頁
）
が
あ
る
。

 
 

つ
ぎ
に
、
構
成
要
素
の
二
番
め
のʻm

ithyaʼ

の
語
義
は
三
つ
あ
り
、
そ
れ
ら
は

ʻ1 Falsely, deceitfully, w
rongly, incorrectly; oft. w

ith the force of an 
adjective; 2 Invertedly, contrarily, 3 To no purpose, in vain, 
fruitlessly;ʼ 

（Ibid., p. 1270

）
で
あ
る
。
こ
の
語
に
対
す
る
漢
訳
語
と
し
て
は

「
邪
、
邪
妄
、
邪
謬
、
邪
執
、
妄
、
虚
、
虚
妄
、
虚
誑
、
虚
不
実
」（
同
書
、
一
〇

四
一
頁
）
が
あ
る
。

 
 

最
後
に
、
構
成
要
素
の
三
番
め
のʻcāraʼ

の
語
義
は
四
つ
あ
り
、
そ
れ
ら
はʻ1 

G
oing, w

alking, gait, w
andering about; 2 M

otion, course, 
progression; 3 A

 spy, scout, secret em
issary; 4 Perform

ing, 
practising. 5 A prison. 6 A bond, fetter. 7 The Pippalī tree or the 
Prīyāla tree. 8 A platform

, M
āna.ʼ

（Ibid., p. 704

）
で
あ
る
。
こ
の
語
に
対

す
る
漢
訳
語
と
し
て
は
「
行
、
作
；
轉
；
震
」（
同
書
、
四
六
七
頁
）
が
あ
る
。

 
 

従
っ
て
、
三
つ
の
構
成
要
素
を
総
合
し
たʻkām

a-m
ithyācāraʼ

は
「
愛
欲
の

歪
ん
だ
発
現
」
ほ
ど
の
意
味
に
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
語

の
核
に
あ
る
の
はʻkām

aʼ

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
に
は
人
間
の

内
な
る
欲
望
へ
の
冷
静
な
凝
視
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。「
性
愛
」
や
「
性
欲
」
の

よ
う
な
肉
体
的
欲
望
に
比
重
を
置
い
た
訳
語
で
は
含
意
を
捉
え
に
く
い
よ
う
に
臆

測
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
 

岩
本
裕
に
よ
れ
ば
、「
さ
て
、
印
度
に
独
自
の
性
学
が
発
達
し
た
の
は
、
古
代
印

度
人
の
人
生
観
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
等
は
人
間
的
な
努
力
の
目

的
と
し
て
三
つ
を
た
て
る
。
そ
の
一
は
ダ
ル
マ
（Dharm

a

）
即
ち
『
法
』
で
、

宗
教
的
義
務
の
遂
行
で
あ
る
。
そ
の
二
は
ア
ル
タ
（Artha

）
即
ち
『
利
』
で
、
処

世
の
実
際
、
財
産
の
獲
得
と
そ
の
所
有
で
あ
る
。
そ
の
三
が
カ
ー
マ
（Kām

a

）
即

ち
『
愛
』
で
、
性
慾
の
満
足
で
あ
る
。
こ
れ
を
総
称
し
て
ト
ゥ
リ
・
ヴ
ァ
ル
ガ

（Tri-varga

）
と
い
う
。」（「『
カ
ー
マ
・
ス
ー
ト
ラ
』
序
説
」
ヴ
ァ
ー
ツ
ヤ
ー
ヤ
ナ

『
完
訳
カ
ー
マ
・
ス
ー
ト
ラ
』〔
岩
本
裕
訳
、中
野
美
代
子
解
説
〕
平
凡
社
東
洋
文
庫
、

一
九
九
九
年
、
二
十
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
古
代
イ
ン
ド
の
価
値
体
系
に
お
い

て
カ
ー
マ
は
ダ
ル
マ
、
ア
ル
タ
と
並
ん
で
人
生
の
重
要
な
三
大
目
的
の
一
つ
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
言
う
な
れ
ば
、
裏
門
に
回
っ
て
誰
に
も
見
ら

れ
な
い
よ
う
に
秘
か
に
請
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
正
門
か
ら
入
っ
て
正
々

堂
々
と
求
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
、

「
こ
の
書
の
内
容
は
…
…
わ
れ
わ
れ
の
眼
を
以
て
す
れ
ば
そ
の
大
部
分
が
淫
猥
な
も

の
と
さ
え
見
做
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
そ
の
凡
て
が
古
代
印
度
人

に
と
っ
て
は
教
養
の
た
め
に
必
須
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
知
識
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
意

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」（
岩
本
同
論
文
、
同
書
、
三
十
一
頁
）
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
馬
鳴
、
す
な
わ
ち
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
・
ゴ
ー
シ
ャ
が
『
大
荘
厳
論
経
』

の
中
に
「
仏
教
の
開
祖
仏
陀
が
通
暁
し
て
い
た
学
術
の
中
に
カ
ー
マ
・
シ
ャ
ー
ス
ト

ラ
を
枚
挙
し
て
い
る
」（
同
書
、
同
頁
） 

こ
と
か
ら
見
て
も
明
ら
か
と
な
る
よ
う
だ 

（
岩
本
が
典
拠
と
す
る Édouard H

uber 

訳
の Sūtrālam

kāra （Paris, 1908

）

に
は
、
“Cel ui-là (le Buddha) est né dans son palais royal; il connaît 

les arts et toutes les branches du savoir.

”. . . Il connaît . . . Le traité 
qui enseigne lʼart de la volupté, . . . Tous ces traités Il les a étudiés 
et pénétrés,

” （pp. 311–312

〔
日
本
大
学
文
理
学
部
図
書
館
所
蔵
〕）
と
あ
り
、

傍
点
部
の
注
２
に
、ʻKâm

asûtraʼ

（p. 311

） 

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
何
故

そ
の
よ
う
に
特
定
出
来
る
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。
訳
出
さ
れ
た
本
体
の『
大

莊
嚴
論
經
』（
大
正
蔵
第
四
巻
、
本
縁
部
下
）
巻
十
一
の
該
当
箇
所
は
、「
彼
生
二
王

宮
一
智
能
技
術
一
切
皆
學
。
…
…
善
學
淫
泆
論

0

0

0

…
…
如
是
諸
勝
衆
智
技
能
。
盡
是
王

子
之
所
通
利
。」（
三
一
七
頁
）
と
な
っ
て
い
る
。
単
に
「
淫
泆
論
」
と
の
み
あ
る
。

こ
れ
を
『
カ
ー
マ
・
ス
ー
ト
ラ
』
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
や
否
や
、
浅
学
の
知

り
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
岩
本
は
「
カ
ー
マ
・
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
」

と
書
き
記
し
た
の
で
は
な
い
か
）。

 
 

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
仏
教
の
五
戒
の
三
番
め
の
「
不
邪
淫
戒
」
も
ま
た
本
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質
的
に
は
古
代
イ
ン
ド
の
価
値
観
を
継
承
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え

に
こ
そ
、
そ
こ
で
は
他
の
女
性
と
の
情
交
で
は
な
く
、
自
分
の
妻
と
の
情
交
が
中

心
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

 
 

丁
福
保
編
纂
『
佛
学
大
辞
典
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
で
は
「
邪
婬
」

に
つ
い
て
、「（
術
語
）
非
自
己
之
妻
妾
而
婬
之
曰
邪
婬
。
五
戒
之
一
。」（
六
〇
九
頁
）

と
説
明
す
る
。
歴
史
的
に
中
国
社
会
に
お
い
て
、滋
賀
秀
三
前
掲
書
に
よ
れ
ば
「
か

よ
う
に
妻
と
妾
と
は
質
的
に
異
っ
た
身
分
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
面
に
妾
も
ま
た

そ
れ
な
り
に
夫
と
制
度
的
に
結
ば
れ
た
存
在
で
あ
っ
て
一
時
の
気
ま
ま
な
情
交
関

係
で
は
な
い
。
妾
も
夫
に
対
し
て
貞
操
の
義
務
を
負
い
、
他
男
と
通
ず
れ
ば
『
有

夫
之
婦
』
と
し
て
姦
の
刑
を
加
重
さ
れ
る
こ
と
妻
と
同
様
で
あ
り
、
夫
に
背
い
て

逃
去
す
れ
ば
罪
に
問
わ
れ
、
さ
ら
に
は
そ
の
ま
ま
他
男
に
改
嫁
（
す
な
わ
ち
重
婚
）

す
れ
ば
厳
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。」（
五
五
五
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
妾
は
妻
と
共
に

中
国
の
家
族
制
度
の
中
に
正
式
に
組
み
込
ま
れ
た
存
在
で
あ
る
の
で
、
自
己
の
妻

妾
と
の
情
交
に
関
す
る
も
の
と
解
さ
れ
た
邪
淫
戒
は
中
国
の
伝
統
的
な
家
族
制
度

の
原
則
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
質
的
に
儒
教
道
徳
を
展
開
し
た
も
の
で
あ

る
と
言
い
得
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
仏
教
本
来
の
邪
淫
戒
の
意
図
す

る
も
の
で
は
な
く
、
儒
教
倫
理
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
本
来
の
仏
教
倫
理
と
入

れ
替
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

 
 

と
こ
ろ
で
、
古
代
イ
ン
ド
の
「
宗
教
的
・
社
会
的
規
範
を
の
べ
た
」（
山
崎
利
男

「
マ
ヌ
法
典
」
村
上
・
江
上
編
『
世
界
史
小
辞
典　

山
川
出
版
社
、
一
九
六
八
年
、

六
三
〇
頁
）『
マ
ヌ
法
典
』
第
三
章
「
家
長
の
生
き
方
―
ブ
ラ
ー
フ
マ
ー
ナ
」
の
「
結

婚
」〈
配
偶
者
と
身
分
〉
の
箇
所
に
は
、「
三
・
一
二
〇　

ド
ヴ
ィ
ジ
ャ
に
対
し
て
、

最
初
の
結
婚
に
お
い
て
は
同
一
身
分
の
娘
が
推
奨
さ
れ
る
。
し
か
し
愛
欲
か
ら
行

動
す
る
者
に
は
、〔
身
分
の
〕
順
に
、
以
下
の
よ
う
な
妻
が
い
て
よ
い
。
三
・
一

三　

シ
ュ
ー
ド
ラ
は
シ
ュ
ー
ド
ラ
の
女
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
は
シ
ュ
ー
ド
ラ
の
女
と
自

己
〔
の
身
分
〕
の
女
〔
を
所
有
し
得
る
〕
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
は

そ
れ
ら
両
者
（
シ
ュ
ー
ド
ラ
お
よ
び
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
の
女
）
と
自
己
〔
の
身
分
〕
の
女
、

そ
し
て
最
初
に
誕
生
し
た
者
（
ブ
ラ
ー
フ
マ
ー
ナ
）
は
彼
女
ら
と
自
己
〔
の
身
分
〕

の
女
〔
を
所
有
し
得
る
と
言
わ
れ
て
い
る
〕。」（『
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
全
訳   

マ
ヌ
法
典
』〔
渡
瀬
信
之
訳
〕
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）
と
あ
る
よ
う
に
、
ブ

ラ
ー
フ
マ
ナ
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
と
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
に
対
し
て
一
夫
多
妻
が
許
容
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
第
一
の
妻
は
同
一
の
身
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
、
そ
の
一
夫
多
妻
制
に
は
イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
制
度
の
秩
序
が
貫
徹
し
て
い
る

こ
と
が
、
そ
の
特
徴
で
あ
る
。

 
 

ま
た
、『
カ
ー
マ
・
ス
ー
ト
ラ
』
第
四
篇
「
妻
妾
」
第
二
章
「
多
く
の
妻
妾
の
あ

る
と
き
に
於
け
る
最
年
長
の
妻
の
態
度
」
に
は
、「
最
初
の
妻

0

0

0

0

が
愚
か
で
あ
っ
た
り
、

ま
た
性
質
が
悪
い
場
合
、
或
は
子
を
産
ま
な
い
と
き

0

0

0

0

0

0

0

0

、
度
々
女
児
の
み
を
生
む
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

き0

、
或
は
男
が
浮
気
で
あ
る
と
き
、
彼
女
の
生
存
中
に
人
は
第
二
の
妻
を
娶
る

0

0

0

0

0

0

0

。

従
っ
て
、
妻
は
最
初
か
ら
愛
情
、
性
質
及
び
如
才
な
さ
を
示
し
て
、
そ
う
い
う
事

態
に
立
ち
至
ら
ぬ
よ
う
に
努
む
べ
き
で
あ
る
。
併
し
、
彼
女
に
子
が
授
か
ら
な
い

と
き
に
は
、彼
女
自
ら
夫
に
勧
め
て
第
二
の
妻
を
娶
ら
し
め
る
べ
き
で
あ
る
。」（
前

掲
岩
本
訳
、
一
九
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
第
一
の
妻
に
男
児
が
生
ま
れ
な
い
と

き
は
、別
の
女
性
を
妻
と
し
て
娶
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、『
岩

本
裕
著
作
集
』
第
二
巻
第
一
章
「
佛
教
の
女
性
観
」
に
は
、「
イ
ン
ド
人
の
原
初
的

な
宗
教
観
に
よ
っ
て
、
あ
る
個
人
の
来
世
に
お
け
る
運
命
は
現
世
に
お
い
て
子
孫

の
永
続
の
責
を
果
し
た
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
葬
祭
を
執
行
し

祖
先
祭
を
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
息
子
を
地
上
に
残
し
た
者
だ
け
が
天
国
に
到
達

し
、
快
楽
の
溢
れ
た
生
活
を
続
け
う
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
男
児
を

産
ま
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
男
は
胎
児
の
殺
害
者
と
同
列
に
置
か
れ
、
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
諸
法
典
に
お
い
て
は
胎
児
の
殺
害
は
学
識
あ
る
バ
ラ
モ
ン
の
殺
害
と
同
列

に
置
か
れ
た
。」（
同
朋
舎
、
一
九
八
九
年
、
六
十
三
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
男
児

の
存
在
は
祖
先
祭
祀
を
通
し
た
来
世
の
幸
福
に
結
び
つ
く
か
ら
で
あ
る
。

 
 

し
か
し
、
現
実
に
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
岩
本
裕
『
印
度
文
化
史
の
課
題
』
第

二
章
「
婚
姻
」
第
三
節
「
婚
姻
の
諸
形
態
」
に
は
、「
さ
て
、
現
在
に
於
い
て
も
一

夫
多
妻
は
理
論
上
で
は
許
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
實
際
に
於
い
て
は
妻
の
生
存
中
に
第

二
の
妻
を
娶
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
…
…
婆
羅
門
敎
の
法
典
は
前
述
の
ご
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と
く
一
應
一
夫
多
妻
を
容
認
す
る
が
、
な
ほ
一
人
の
妻
が
一
人
の
夫
に
の
み
屬
し

う
る
と
い
ふ
の
が
嚴
格
な
婆
羅
門
的
な
見
解
で
あ
る
。
旣
に
ヴ
ェ
ー
ダ
文
献
に
於

い
てdam

patī sum
anasā （「

琴
瑟
相
和
せ
る
夫
妻
」）
と
い
ふ
言
葉
が
見
え
て
を

り
、
且
つ
パ
ト
ニ
ー
『
正
妻
』
の
祭
祀
へ
の
出
席
と
い
ふ
こ
と
か
ら
も
、
一
夫
一

妻
が
普
通
の
且
つ
自
然
な
關
係
と
見
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
諸
法
典

も
屢
々
正
妻
（
パ
ト
ニ
ー
）
と
單
な
る
妾
（
ダ
ー
シ
ー
）
と
の
區
别
を
取
り
上
げ
、

前
者
は
㊜
法
な
結
婚
し
た
妻
で
夫
の
宗
敎
的
な
行
作
に
關
與
し
、
從
っ
て
或
る
場

合
に
は
夫
の
遺
產
を
相
續
し
う
る
と
規
定
し
て
い
る
。」（
雄
山
閣
、
一
九
四
七
年
、

一
一
一
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
一
夫
一
婦
制
が
実
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
無

知
を
憚
ら
ず
し
て
言
え
ば
、ʻpatnīʼ

に
は
第
二
の
妻
も
入
る
の
で
は
な
い
か
。

駒
沢
大
学
図
書
館
所
蔵
のKĀM

ASŪTrAM
, Chow

kham
ba Krishandas 

Academ
y, Varanasi

で
は
前
掲
岩
本
訳
『
カ
ー
マ
・
ス
ー
ト
ラ
』
第
四
篇
第
二

章
（
三
四
）「
多
く
の
妻
妾

0

0

の
あ
る
と
き
に
於
け
る
最
年
長
の
妻
の
態
度
」（
一
九

八
頁
）
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
の
説

明
にʻpatnīʼ

が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
八
〇
〇
頁
）。
こ
の
こ
と
も
ま
た
肯
定
的
な

材
料
で
は
な
い
か
。
梵
文
を
読
む
力
量
と
時
間
の
制
約
を
憾
み
と
す
る
。
他
方
、

ʻdasīʼ

と
は
婚
姻
関
係
の
認
め
ら
れ
て
い
な
い
隷
属
身
分
の
女
性
の
こ
と
を
指
す

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。『
ヤ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ヤ
法
典
』
第
二
巻
「
訴
訟
」

「
姦
通
」
の
「
二
・
二
九
四
」
に
は
、「
囲
わ
れ
て
い
る
下
僕
女

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
お
よ
び
〔
特
定

の
男
の
〕
享
受
の
相
手
と
な
っ
て
い
る
女
は
…
…
」（
井
狩
弥
介
・
渡
瀬
信
之
訳
、

平
凡
社
東
洋
文
庫
、二
〇
〇
二
年
、一
三
五
頁
）と
い
う
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

原
典
を
確
認
す
る
す
べ
を
現
在
持
た
ぬ
の
で
臆
測
で
し
か
な
い
）。

 
 

要
す
る
に
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
一
夫
多
妻
制
が
理
論
的
に
認
め
ら
れ
て

い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
中
国
の
一
婦
多
妾
制
と
は
カ
ー
ス
ト
制
の
有
無
か
ら
原

理
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
中
国
に
於
け
る
よ
う
に
妾
の
身
分
を
家
族
制
度
の

中
に
正
式
に
組
み
込
ま
せ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
イ
ン
ド
仏
教
は
こ
の
一
夫
多
妻
制
度
を
根
底
か
ら
批
判
し
た
う
え
に
成
立

し
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
自
問
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

 
 

つ
ま
り
、
中
国
の
家
族
制
度
の
原
理
が
イ
ン
ド
仏
教
の
倫
理
に
代
替
す
る
形
で

仏
教
は
中
国
社
会
に
普
及
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
中
国
の
家
族
制

度
の
論
理
は
自
己
を
展
開
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
当
然
、
そ
こ
に
は
夫
と
妻

の
一
対
一
の
男
女
関
係
し
か
原
理
原
則
的
に
認
め
な
い
天
主
教
の
教
義
と
は
妥
協

の
余
地
な
く
衝
突
す
る
の
で
あ
っ
た
。

（
二
） 

原
文
は
「
此
誡
以
全
人
名
。
并
欲
不
害
其
類
也
。」（
二
十
葉
表
）。「
其
類
」
が

指
す
も
の
が
広
く
人
類
全
般
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
狭
く
特
定
の
人
間
の
仲
間
で

あ
る
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
後
者
の
立
場
で
訳
し
て
み
た
。

（
三
） 

原
文
は
「
人
情
於
重
生
命
之
後
だ
所
重
者
名
。」（
二
十
葉
表
裏
）。
動
詞
「
重
」

が
二
度
出
て
来
る
が
、
拙
訳
で
は
込
み
入
っ
た
言
い
回
し
に
な
ら
ぬ
よ
う
繰
り
返

し
を
避
け
た
。

 
 

「
人
情
」
と
い
う
語
は
難
し
い
語
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
入
矢
義
高
先
生
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

 
 

 
 「

人
情
」
と
は
、
外
国
語
に
は
翻
訳
し
に
く
い
言
葉
で
あ
る
が
、
強
い
て
英
語

に
当
て
れ
ばreasonableness

に
近
い
、と
は
林
語
堂
氏
の
説
で
あ
る
。
リ
ー

ズ
ナ
ブ
ル
（
合
理
的
）
で
あ
る
と
は
、
具
体
的
に
は
人
間
一
般
の
常
識
の
埒ら
ち

か
ら
外は
ず

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
人
情
」
と
い
う
言

葉
が
「
理
」（
ま
た
は
道
理
）
と
い
う
言
葉
ほ
ど
に
冷
た
く
乾
い
た
言
葉
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
（「
解
説　

宋
代
随
筆
選
」『
近
世
随
筆
集
』
平

凡
社
中
国
古
典
文
学
大
系
第
五
十
五
巻
、
一
九
七
一
年
、
四
〇
六
頁
）。

 
 

林
語
堂
の
言
に
つ
い
て
は
の
出
典
が
明
ら
か
で
な
い
（『
林
語
堂　

當
代
漢
英
詞

典
』〔
香
港
中
文
大
學
〕
及
び
新
居
格
訳
『
改
訂　

我
國
土
・
我
國
民
』〔
豊
文
書
院
〕

の
中
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
）
け
れ
ど
も
、
中
国
近
世
文
学
研
究
の
大
家

の
言
と
し
て
傾
聴
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
 

尚
、「
情
」
の
字
義
と
し
て
「
情
況
」「
実
情
」
及
び
「
常
情
」「
常
理
」（
商
務

印
書
館
『
古
今
漢
語
詞
典
』「
情
」〔
一
一
六
九
頁
〕
の
第
八
、
九
義
）
が
あ
り
、

そ
れ
ら
が
こ
こ
で
の
「
人
情
」
と
い
う
語
に
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
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（
四
） 

原
文
は
「
而
害
名
之
罪
、
無
如
邪
婬
最
鉅
。」（
二
十
葉
裏
）。「
鉅
」
は
「
巨
」

の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
直
訳
す
れ
ば
「
こ
れ
が
最
も
大
き
い
の
で
す
。」
と

な
る
で
あ
ろ
う
。

（
五
） 
原
文
は
「
𥡴
昔　

天
主
、
制
作
天
地
、
肇
生
男
女
。」（
二
十
葉
裏
）。
原
文
は
目

的
語
「
天
地
」
と
「
男
女
」
の
動
詞
が
そ
れ
ぞ
れ
「
制
作
」
と
「
肇
生
」
と
に
書

き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
原
文
の
措
辞
の
妙
を
拙
訳
の
上
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
出

来
な
か
っ
た
。

（
六
） 

原
文
は
「
だ
以
此
誡
爲
訓
。」（
二
十
葉
裏
）。『
漢
語
大
詞
典
』
第
十
一
巻
の
「
訓
」

の
項
で
は
字
義
の
第
二
を
「
典
式
；
准
則
」（
四
十
七
頁
）
と
し
、
清
代
小
説
の
李

汝
珍
『
鏡
花
縁
』
第
七
十
九
回
の
中
の
文
句
を
用
例
に
挙
げ
る
。
そ
の
前
の
部
分

を
合
わ
せ
る
と
、「
第
八
句
『
穩
滿
方
能
得
中
』、
就
只
這
句
、
紫
芝
妹
妹
却
有
的
、

因
他
開
的
滿
、
歬
手
也
穩
、
所
以
才
中
了
兩
箭
。
―
但
這
樣
射
去
、
縱
箭
皆
中
、

也
不
可
爲
訓0

。』」（
鼎
文
書
局
、
一
九
七
九
年
、
五
八
五
頁
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
は

標
準
と
な
る
規
則
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

（
七
） 

原
文
は
「
後
之
聖
賢
繼
起
者
亦
往
往
衍　

天
主
意
而
載
之
簡
編
、
誠
重
之
也
。」

（
二
十
葉
裏
）。「
聖
賢
」
は
字
義
ど
お
り
に
は
「
聖
人
、
賢
者
」
で
あ
る
が
、

ʻSanctusʼ

に
当
た
る
明
末
当
時
の
漢
訳
語
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、「
聖

人
」
と
試
み
に
訳
し
て
み
た
。

（
八
） 

原
文
は
「
若
人
邪
婬
、
則
巳
之
名
壞
、
且
辱
其
人
之
夫
辱
其
人
之
祖
宗
父
母
、

子
女
親
戚
。」（
二
十
葉
裏
）。
こ
こ
で
言
う
「
人
」
は
妻
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。「
其
人
之
夫
」
と
あ
る
か
ら
、
妻
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

が
、
全
体
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
夫
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

よ
く
分
か
ら
な
い
。

（
九
） 

原
文
は
「
試
反
身
度
之
、
豈
不
殆
哉
。」（
二
十
葉
裏
）。「
豈
不
～
哉
。」
と
い
う

表
現
は
反
語
の
強
調
表
現
と
し
て
見
事
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
語
感
ま
で
含
め
て

訳
す
こ
と
は
難
し
い
。

（
十
） 

原
文
は
「
或
者
曰
好
婬
亦
有
辨
矣
。
若
妾
、
若
倡
、
似
無
妨
於
行
、
無
傷
於
義
。」

（
二
十
葉
裏
）。
こ
こ
で
は
妾
と
娼
妓
を
同
列
に
置
い
て
い
る
。
妾
は
中
国
の
家
族

制
度
の
中
に
正
式
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
一
元
形

式
の
問
い
の
設
定
は
論
理
の
段
階
を
経
ず
十
全
性
を
有
す
る
と
は
言
い
難
い
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
十
一
）
原
文
は
「
天
主
厥
初
生
人
。
惟
是
一
隂
一
陽
之
謂
正
衟
。」（
二
十
葉
裏
）。『
易
』

に
「
一
陰
一
陽
之
謂
道

0

0

0

0

0

0

0

、
繼
之
者
善
也
、
成
之
者
性
也
。」（『
周
易
正
義
』
巻
第
七

「
繫
辭
上
」
十
三
經
注
疏
整
理
本
第
一
冊
、
三
一
五
頁
―
三
一
七
頁
）
と
い
う
文
句

が
あ
り
、『
教
要
解
略
』
の
文
は
こ
れ
に
拠
っ
て
い
る
。

（
十
二
）
原
文
は
「
凡
二
隂
者
必
邪
也
。」（
二
十
葉
裏
）。

（
十
三
）
原
文
は
「
男
正
位
乎
外
、
女
正
位
乎
内
、
内
外
之
權
、
两
不
相
下
。」（
二
十
葉

裏
）。「
男
正
位
乎
外
、
女
正
位
乎
内
」
は
、『
易
』「
家
人
」
の
「
彖
曰:

家
人
、

女
正
位
乎
内

0

0

0

0

0

、
男
正
位
乎
外

0

0

0

0

0

。
男
女
正
、
天
地
之
大
義
也
。」（『
周
易
正
義
』
巻
第

四
、
前
掲
整
理
本
同
冊
、
一
八
五
頁
）
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
拙
訳
は
赤
塚
忠

訳
「
易
経
（
周
易
）（
抄
）」（
平
凡
社
中
国
古
典
文
学
大
系
第
一
巻
、一
九
七
二
年
）

の
「
家
人
は
、
女
が
家
庭
内
に
在
っ
て
主
婦
の
職
務
を
正
し
く
治
め

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
男
が
家
庭

0

0

0

0

外
で
そ
の
官
職
を
正
し
く
治
め
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ

の
務
め
を
正
し
く
行
な
う
の
が
、
天
地
の
大
義
で
あ
る
。」（
四
七
六
頁
）
を
参
考

に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
十
四
）
原
文
は
「
故
曰
敵
體
。」（
二
十
葉
裏
）。『
漢
語
大
詞
典
』
巻
五
巻
「
敵
體
」
の

項
で
は
「
謂
彼
此
地
位
相
等
、
無
上
下
尊
卑
之
分
。」（
五
一
三
頁
）
と
説
明
し
、

明
末
小
説
の
名
教
中
人
編
『
好
逑
伝
』
第
三
回
「
水
小
姐
俏
胆
移
花
」
の
中
の
文

句
を
用
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
前
後
の
部
分
ま
で
含
め
る
と
、「
香
姑
聴
了
、

着
悩
道:

「
你
既
娶
我
来
、
我
就
是
与　

敵
体

0

0

的
夫
妻
了
、
你
怎
這
無
礼
、
竟
対

着
我
駡
我
父
親
？
」（『
広
東
人
民
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
、
三
十
六
頁
）
と
あ
る
。

（
十
五
）
原
文
は
「
一
女
不
得
有
二
男
、
一
男
獨
得
有
二
女
乎
。」（
二
十
葉
裏
）。「
得
」

の
用
法
は
商
務
院
書
館
『
古
今
漢
語
詞
典
』「
得
」
の
第
八
字
義
の
「
可
以
、能
够
」

（
二
七
七
頁
）
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。

（
十
六
）
原
文
は
「
或
一
失
其
類
而
不
再
偶
者
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
十
七
）
原
文
は
「
知
伊
人
哉
。」（
二
十
一
葉
表
）。
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（
十
八
）
原
文
は
「
夫
婦
以
相
信
、
故
相
結
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
十
九
）
原
文
は
「
彼
此
各
有
淫
邪
、
彼
此
之
信
失
而
結
解
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
二
十
）
原
文
は
「
竝
失
并
解
、
豈
獨
婦
人
則
爲
罪
耶
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
二
十
一
） 

原
文
は
「
傳
謂
家
齊
而
後
國
治
。」（
二
十
一
葉
表
）。「
大
學
章
句
」
經
一

章
の
中
に
「
物
格
而
后
知
至
、知
至
而
后
意
誠
、意
誠
而
后
心
正
、心
正
而
后
身
脩
、

身
脩
而
后
家
齊
、
家
齊
而
后

0

0

0

0

國0

治0

、
国
治
而
后
天
下
平
。」（
中
華
書
局
本
『
四
書

章
句
集
注
、
四
頁
）
と
あ
る
。
以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
家
齊
而
后
國
治
」
は

『
大
学
』
の
「
伝
」
の
中
の
文
句
で
は
な
く
、「
経
」
第
一
章
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

（
二
十
二
） 

原
文
は
「
娶
妾
宿
娼
、
家
衟
危
矣
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
二
十
三
） 

原
文
は
「
夫
婦
乖
、
妻
妾
妬
、
嫡
庶
争
、
無
一
可
者
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
二
十
四
） 

原
文
は
「
或
者
又
曰
娶
妾
爲
續
後
也
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
二
十
五
） 

原
文
は
「
有
後
、
欲
以
全
孝
名
也
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
二
十
六
） 

原
文
は
「
無
財
而
行
竊
盗
等
邪
事
以
供
之
、
及
於
刑
僇
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
二
十
七
） 

原
文
は
「
娶
妻
以
繼
後
、
正
也
。
無
後
而
娶
妾
、
邪
也
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
二
十
八
） 

原
文
は
「
從
邪
行
以
邀
孝
名
、
君
子
羞
之
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
二
十
九
） 

原
文
は
「
况
孝
不
孝
與
嗣
奚
關
」（
二
十
一
葉
表
）。

（
三
十
）
原
文
は
「
世
有
多
生
子
、
而
忤
親
者
。
孝
乎
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
三
十
一
） 

原
文
は
「
無
子
、
而
順
親
者
、
不
孝
乎
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
三
十
二
） 

原
文
は
「
盖
欲
孝
、
係
巳
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
三
十
三
） 

原
文
は
「
未
有
求
孝
、
不
得
孝
者
。」（
二
十
一
葉
表
）。

（
三
十
四
） 

原
文
は
「
生
子
、
係
天
主
。」（
二
十
一
葉
表
、
裏
）。

（
三
十
五
） 

原
文
は
「
常
有
求
子
而
不
得
者
矣
。」（
二
十
一
葉
裏
）。

（
三
十
六
） 

原
文
は
「
且
今
人
子
愈
多
、
妾
愈
衆
。」（
二
十
一
葉
裏
）。

（
三
十
七
） 

原
文
は「
摠
邪
婬
之
欲
使
然
耳
。」（
二
十
一
葉
裏
）。
拙
訳
で
は「
摠
」は「
全
、

都
」
で
は
な
く
、「
畢
竟
、
総
帰
」（『
古
今
漢
語
詞
典
』「
総
」
の
副
詞
用
法
の
第

四
義
〔
一
九
四
四
頁
〕
の
意
味
で
取
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
三
十
八
） 

原
文
は
「
而
宿
娼
者
亦
爲
無
後
乎
。」（
二
十
一
葉
裏
）。『
明
律
』
第
二
十

五
「
刑
律
」
八
の
第
九
条
「
官
吏
宿
娼
」
に
は
「
凡
官
吏
宿
娼

0

0

者
、
杖
六
十
。
媒

合
人
、
減
一
等
、
若
官
員
子
孫
宿
娼

0

0

者
、
罪
亦
如
之
、
附
過
、
候
廕
襲
之
日
、
降

一
等
、於
邊
遠
叙
用
。」（
懷
效
鋒
點
校
『
大
明
律
』
遼
瀋
書
社
出
版
、一
九
九
〇
年
、

一
九
七
頁
―
一
九
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
官
吏
や
そ
の
子
ど
も
が
妓
楼
に
泊
ま

る
こ
と
は
律
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
王
書
奴
『
中
国
娼
妓
史
』（
団
結
出
版
社
、

二
〇
〇
四
年
〔
原
著
は
一
九
三
二
年
に
刊
行
〕）
第
五
章
「
官
妓
鼎
盛
時
代
」
第
十

六
節
「
明
代
初
年
之
娼
妓
」
に
よ
れ
ば
明
初
は
官
吏
の
「
宿
娼
」
は
厳
禁
で
あ
っ

た
が
（
一
九
八
頁
）、
第
十
七
節
「
明
中
葉
以
葉
之
娼
妓
」
に
よ
れ
ば
「:

、
官
吏

狎
娼
有
禁
、
而
縉
紳
家
居
為
例
外

0

0

0

0

0

0

0

。」（
一
九
九
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
明
中
期
以

降
は
郷
紳
層
に
「
宿
娼
」
が
許
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
の
で
、
官
吏
の
「
宿
娼
」
の

禁
止
も
明
初
よ
り
緩
や
か
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
三
十
九
） 

原
文
は
「
娼
多
不
孕
。
だ
孕
亦
無
定
父
而
將
以
誰
爲
孝
。」（
二
十
一
葉
裏
）。

明
末
の
秦
淮
の
娼
妓
列
伝
と
も
言
う
べ
き
余
懐
『
板
橋
雑
記
』
上
巻
「
雅
游
」
に

は「
曲
中
女
郎
多
親
生
之
女

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
故
憐
惜
倍
至
。」（
朱
劍
芒
編『
章
臺
紀
勝
名
著
叢
刊
』

世
界
書
局
、
一
九
三
六
年
、
二
頁
）（
平
凡
社
東
洋
文
庫
所
収
の
岩
城
秀
夫
訳
『
板

橋
雑
記
・
蘇
州
画
舫
録
』〔
一
九
六
四
年
〕
で
は
「
旧
院
の
妓
女
た
ち
の
中
に
は
血

を
分
け
た
実
の
娘
が
か
な
り
い
る
の
で
、可
愛
が
り
よ
う
も
並
々
で
は
な
い
。」〔
十

二
頁
〕
と
訳
す
）
と
あ
る
か
ら
、「
娼
多
不
孕
。」
と
い
う
の
は
や
や
事
実
に
即
さ

ぬ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
四
十
）
原
文
は
「
甚
至
男
色
宣
婬
、
公
行
無
忌
、
此
尤
悖
理
之
甚
。」（
二
十
一
葉
裏
）。

男
女
に
関
し
て
は
前
掲
『
中
国
娼
妓
史
』
第
五
章
第
十
八
節
「
明
代
之
男
女
」（
二

二
六
頁
―
二
三
〇
頁
）
に
詳
し
い
。
そ
こ
に
引
用
さ
れ
る
謝
肇
淛
『
五
雑
組
』
巻

八
「
人
部
」
四
に
よ
れ
ば
、「
宋
人
道
学
、
此
風
似
少
衰
止
、
今
復
稍
雄
張
矣

0

0

0

0

0

0

、
大

率
東
南
人
較
西
北
為
甚

0

0

0

0

0

0

0

0

也
。
今
天
下
言
男
色
者
、
動
以
閩
、
広
為
口
実
、
然
従
呉

0

0

越0

至
燕
雲
、
未
有
不
知
此
好
者
也
。」（
遼
寧
教
育
出
版
社
新
世
紀
万
有
文
庫
『
五

雑
組
』（
二
）
巻
八
「
人
部
」
四
、
二
〇
〇
一
年
、
一
五
一
頁
）
と
あ
る
。
著
者
は

一
五
六
七
年
（
隆
慶
元
年
）
に
生
ま
れ
、
万
暦
二
十
年
（
一
五
九
三
年
）
に
進
士

に
及
弟
し
、万
暦
三
十
三
年（
一
六
〇
六
年
）に
は
南
京
刑
部
山
西
司
主
事
と
な
り
、

天
啓
四
年
（
一
六
二
四
年
）
に
卒
し
て
い
る
（
岩
城
秀
夫
「
解
説
」
平
凡
社
東
洋
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文
庫
『
五
雑
組
１
』
一
九
九
六
年
、二
六
九
頁
）。
従
っ
て
、『
五
雑
組
』
の
記
述
は
、

『
教
要
解
略
』
が
書
か
れ
た
時
期
の
南
京
の
様
子
を
推
測
さ
せ
る
の
に
も
有
効
で
あ

る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、『
教
要
解
略
』
に
お
け
る
男
色

の
言
及
は
万
暦
末
期
の
南
京
の
実
情
を
反
映
し
た
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
小
林
珍
雄
編
『
キ
リ
ス
ト
教
百
科
事
典
』（
エ
ン
デ
ル

レ
書
店
、一
九
六
〇
年
）
で
は
「
ソ
ド
マ
の
つ
み
」
の
項
で
「
自
然
に
反
す
る
交
接
、

特
に
男
色
を
指
す
、
四
つ
の
号
天
罪
の
一
つ
。」（
一
〇
六
四
頁
）
と
記
し
、「
号
天

罪
」（Peccatum

 clam
ans ad coelum

） 

の
項
で
「
故
意
の
殺
人
」、「
ソ
ド
マ

の
罪
（
男
色
）」、「
貧
し
い
者
を
圧
迫
す
る
こ
と
」、「
賃
金
の
横
領
」
と
い
う
四
つ

を
挙
げ
、「
き
わ
め
て
悪
質
の
罪
と
し
て
、
い
わ
ば
神
罰
を
求
め
る
よ
う
な
罪
」（
六

〇
一
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

 
 

ア
レ
ニ
『
滌
罪
正
規
』「
省
察
」
巻
一
「
天
主
十
誡
」
の
第
六
誡
の
箇
所
に
は
「
男

色
縱
欲
亂
倫
、
極
重
大
罪
乎
。」（
二
十
一
葉
表
〔『
耶
穌
會
羅
馬
檔
案
館   

明
清
天

主
教
文
獻
』
第
四
冊
、
台
北
利
氏
學
社
、
二
〇
〇
二
年
、
三
九
七
頁
〕）
と
あ
り
、

デ
ィ
ア
ス
『
天
主
聖
教
十
誡
直
詮
』
の
第
六
誡
「
邪
淫
之
類
」
の
箇
所
に
は
「
其
五
、

拂0

性
之

0

0

淫0

、
厥
類
頗
多
、
恐
汚
人
耳
、
不
敢
詳
述
。
惟
男
色
大
罪

0

0

0

0

0

、
人
行
無
ぷ
、

弗
以
爲
羞
故
、畧
掲
之
。
此
罪
原
本
名
、西
方
之
人
へ
斯
罪
者
、唯
稱
曰
無
名
之
罪
。

其
醜
既
甚
、
其
招
上
主
嚴
罰
可
知
。
…
…
禽
獸
無
靈
、
惟
知
牝
牡
之
合
、
爾
含
靈

而
拂
厥
性
、曾
飛
走
之
不
若
。
爲0

世
公
羞

0

0

0

、作
性
巨
敵

0

0

0

0

、予
曷
敢
正
名
名
爾
罪
。」（
巻

下
、
七
十
二
葉
裏
〔
パ
リ
国
立
図
書
館
漢
籍
第
七
一
九
二
番
〕）
と
あ
り
、
フ
ェ
ル

ビ
ー
ス
ト
『
教
要
序
論
』「
十
誡
條
目
」
の
第
六
誡
の
箇
所
に
は
「
若
男
色
比
女
色

0

0

0

0

0

0

之
罪
更
重

0

0

0

0

、
是
悖
人
類
本
性

0

0

0

0

0

0

。
故
名
爲
拂
性
之
罪
。
禽
獸
所
不
行
者
、
大
犯
此
誡
。」

（
十
六
葉
表
〔
パ
リ
国
立
図
書
館
漢
籍
第
六
九
七
二
番
〕）
と
あ
る
よ
う
に
、
男
色

は
「
自
然
に
反
す
る
罪
」（ʻPeccatum

 contra naturam
ʼ

か
？
）
と
し
て
全
否

定
す
べ
き
罪
で
あ
っ
た
か
ら
、
南
京
に
現
出
す
る
男
色
の
有
様
は
宣
教
師
に
は
こ

の
上
な
く
腐
敗
堕
落
し
た
道
徳
状
況
と
し
て
映
っ
た
と
想
像
す
る
に
難
く
な
い
で

あ
ろ
う
。

（
四
十
一
） 

原
文
は
「
彼
禽
獸
昆
蟲
、
猶
然
知
隂
陽
之
配
、
辨
孕
宇
之
時
。」（
二
十
一
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葉
裏
）。

（
四
十
二
） 

原
文
は
「
可
以
人
而
不
知
ひ
類
乎
。」（
二
十
一
葉
裏
）。

（
四
十
三
） 

原
文
は
「
凡
邪
淫
者
、
不
直
害
名
、
抑
亦
害
厥
人
類
。」（
二
十
一
葉
裏
）。

（
四
十
四
） 

原
文
は「
不
可
不
省
也
。」（
二
十
一
葉
裏
）。
拙
訳
で
は「
省
」を
自
己
を「
反

省
」
す
る
意
味
で
は
な
く
、
こ
と
が
ら
を
「
省
察
」
す
る
意
味
で
取
ら
せ
て
い
た

だ
い
た
。
附
会
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
の
世
に
知
ら
れ
た
著
作

M
editationes de prim

a philosophia

の
和
訳
名
「
省
察
」
を
想
起
し
た
い
と

思
う
。

（
四
十
五
） 

原
文
は
「
能
守
誡
者
、
於
邪
淫
之
事
、
不
獨
身
行
遠
之
、
即
口
亦
封
、
だ

念
亦
杜
。」（
二
十
一
葉
表
）。「
身
行
」
は
前
掲
丁
福
保
編
『
佛
学
大
辞
典
』
に
よ

れ
ば
「（
術
語
）
身
所
行
善
惡
之
業
也
。」（
五
七
六
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
、
袴
谷
憲

昭
「
業
」
に
よ
れ
ば
、
仏
教
で
は
「:

苦
薬
の
結
果
を
導
く
業
の
よ
り
ど
こ
ろ
、

も
し
く
は
通
路
と
し
て
業
道
（karm

a-patha

）
が
立
て
ら
れ
、
こ
れ
に
十
善
業

道
と
十
悪
業
道
と
が
あ
る
。
十
善
業
道
と
は
、
身
業
に
関
す
る
不
殺
生
・
不
偸
盗
・

不
邪
淫
の
三
と
、
語
業
に
関
す
る
不
妄
語
・
不
悪
口
・
不
両
舌
・
不
綺
語
の
四
と
、

意
業
に
関
す
る
無
貪
・
無
瞋
・
正
見
の
三
と
を
合
し
た
十
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
逆

の
場
合
が
十
悪
業
道
で
あ
る
。」（
早
島
鏡
正
監
修
・
高
崎
直
道
編
集
代
表
『
仏
教
・

イ
ン
ド
思
想
辞
典
』
春
秋
社
、
一
九
八
七
年
、
一
一
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
邪

淫
」に
関
す
る
こ
と
が
ら
は「
身
業
」の
次
元
で
あ
る
。『
教
要
解
略
』の
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー

ニ
の
口
述
の
筆
録
に
当
た
っ
た
無
名
の
天
主
教
士
人
は
こ
の
よ
う
な
仏
教
概
念
に

関
す
る
知
識
を
具
有
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、最
初
に「
身
行
」

と
い
う
「
身
業
」
次
元
の
語
を
持
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

次
に
「
口
業
」
次
元
の
「
口
」、
そ
の
次
に
「
意
業
」
次
元
の
「
念
」
を
配
置
し
、

こ
れ
ら
三
つ
の
す
べ
て
の
次
元
に
わ
た
り
天
主
教
で
は
「
邪
淫
」
な
る
も
の
を
拒

否
し
排
除
す
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

 
 

Abbert H
artm

ann

に
よ
れ
ば
、「
第
六
誡
は
、
婚
姻
を
保
護
し
、
倫
理
的
に

は
唯
だ
婚
姻
関
係
に
於
い
て
の
み
行
は
る
べ
き
性
生
活
を
規
律
す
る
。
故
に
性
慾

の
濫
用
殊
に
配
偶
者
間
の
誠
實
に
反
す
る
行
爲
は
第
六
誡
に
よ
っ
て
禁
ぜ
ら
れ
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る
。」（「
掟
」
Ⅰ
．［
天
主
の
十
誡
］
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク
大
辭
典
』
Ⅰ
、
一
九

四
〇
年
、
二
九
八
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
第
六
戒
は
「
配
偶
者
間
の
誠
實
に
反
す

る
行
爲
」、
言
い
換
え
れ
ば
姦
通
を
禁
じ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
外
面
的
行
為

の
み
な
ら
ず
、「
他
人
の
配
偶
に
對
す
る
單
な
る
慾
情
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
（
ば

五
の
二
八
）」（A. Schönegger

「
姦
通
」
同
辞
典
、
四
六
七
頁
）。
こ
こ
に
言
及

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
章
二
十
八
節
の
ヴ
ル
ガ
タ
の
箇
所
は

“Ego autem
 dico vobis; quia om

nis qui viderit m
ulierem

 ad 
concupiscendum

 eam
, iam

 m
oechatus est eam

 in corde suo.

”（「
し

か
し
、
わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
に
言
う
。
だ
れ
で
も
情
欲
を
抱
い
て
女
を
見
る
者

は
、
そ
の
女
に
対
し
心
の
中
で
す
で
に
姦
通
の
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
。」〔
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
会
訳
〕）
と
あ
る
。『
教
要
解
略
』
の
文
章
は
姦
通
を
内
面
的
な
心
の

動
き
に
ま
で
辿
っ
て
捉
え
直
す
聖
書
の
見
方
を
仏
教
的
な
身
、
口
、
意
の
三
業
の

枠
組
を
巧
み
に
用
い
な
が
ら
言
い
表
わ
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
キ

リ
ス
ト
教
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
の
世
界
に
通
じ
た
口
述
者
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
ヴ
ァ

ニ
ョ
ー
ニ
と
中
国
仏
教
の
概
念
世
界
に
慣
れ
親
し
ん
だ
無
名
の
筆
録
者
の
天
主
教

士
人
と
の
見
事
な
合
作
の
成
果
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。

（
四
十
六
） 

原
文
は
「
乃
稱
能
全
其
名
、
而
無
害
於
人
巳
。」（
二
十
一
葉
裏
）。
そ
の
ま

ま
訳
せ
ば
、「
か
く
て
こ
そ
、
自
分
の
名
誉
を
守
り
抜
き
、
人
を
害
う
こ
と
か
ら
免

れ
得
た
と
称
さ
れ
る
」
ほ
ど
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
第
六
誡
と
の
関

係
が
不
分
明
と
な
る
の
で
、
言
葉
を
加
え
て
思
い
き
っ
て
意
訳
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。

訳
者
補
足

 

十
七
世
紀
の
中
国
に
お
け
る
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
を
代
表
的
存
在
と

す
る
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
は
「
布
敎
對
象
へ
の
布
敎
主

體
の
㊜
應
を
指
し
、
布
敎
に
當
り
布
敎
地
の
民
族
精
神
及
び
生
活
形
態
に

成
る
可
く
㊜
應
せ
ん
と
す
る
布
敎
上
の
凡
て
の
努
力
を
包
括
す
る
」（J. 

Thauren

「
ア
コ
ン
モ
ダ
チ
オ
（
布
敎
上
の
慣
習
㊜
應
）」
冨
山
房
『
カ
ト
リ
ッ
ク

大
辭
典
』
Ⅰ
、
二
十
五
頁
―
二
十
六
頁
）
と
こ
ろ
の
適
応
主
義

（Accom
m

odatio

）
を
特
徴
と
す
る
と
広
く
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
適

応
主
義
の
及
ぶ
範
囲
は
「
外
部
的
生
活
（
衣
食
住
）、
土
語
（
布
敎
地
に

於
け
る
ラ
テ
ン
典
禮
語
の
問
題
も
こ
れ
に
屬
す
る
）、
民
族
藝
術
、
美
術

（
建
築
、
繪
畫
、
彫
刻
、
音
樂
）、
社
會
及
び
法
律
觀
並
び
に
敎
會
生
活
形

成
に
當
つ
て
の
其
の
考
慮
等
」（
同
辞
典
、二
十
六
頁
）で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

第
六
戒
は
ま
さ
し
く
明
末
の
中
国
社
会
の
家
族
制
度
や
娼
妓
制
度
に
深
く

関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
説
明
に
当
た
っ
て
一
切
、
適
応
主
義

的
な
立
場
を
示
し
て
い
な
い
。
原
則
重
視
の
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

 

『
教
要
解
略
』
は
万
暦
四
十
三
年
（
一
六
一
五
年
）、
教
難
の
起
き
る
一

年
前
に
南
京
で
書
か
れ
た
。
翌
年
八
月
に
事
件
の
首
謀
者
南
京
礼
部
侍
郎

沈
そ
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
二
度
め
の
上
疏
の
「
再
叅
遠
夷
疏
」
に
は
「
而

豐
肅
神
姦
公
然
濳
住
正
陽
門
裏
洪
武
岡
之
西

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
起
蓋
無
梁
殿
懸
設
胡
像
誑

誘
愚
民
。」（
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
南
宮
署
牘
』
巻
二
「
疏
類
」、五
葉
裏
）
と
あ
り
、

同
年
十
一
月
に
出
さ
れ
た
三
度
め
の
上
疏
の
「
參
遠
夷
三
疏
」
に
は
「
其

所
蓋
無
梁
殿
、
果
於
正
陽
門
相
去
幾
里
是
否

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
緣
城
近
堞
、
蹤
跡
可
疑
。」

（
同
書
同
巻
、
十
四
葉
裏
）
と
あ
る
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
の
司
牧
し
た

南
京
教
会
は
正
陽
門
の
内
側
、
洪
武
岡
の
西
の
城
内
に
あ
っ
た
。

 

通
済
門
を
挟
む
形
で
南
京
教
会
の
西
の
方
角
に
は
旧
院
が
あ
っ
た
。
そ

こ
は
妓
館
が
集
中
す
る
地
域
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
余
懐
『
板
橋
雑
記
』
に

―161―
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登
場
す
る
人
物
た
ち
の
暮
ら
し
が
展
開
さ
れ
た
場
で
あ
っ
た
。
岩
城
秀
夫

に
よ
れ
ば
、「
南
京
に
は
文
人
学
者
の
来
遊
す
る
も
の
が
多
く
な
り
、
官

吏
と
し
て
南
京
に
赴
任
し
た
人
た
ち
と
の
間
に
、
詩
文
を
通
じ
て
の
交
際

も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
は
秦
淮
の
水
楼
に
遊
ん
で
紅
灯
緑
酒
の

楽
し
み
を
逐
う
も
の
も
多
く
、
と
く
に
明
末
の
文
人
に
と
っ
て
、
秦
淮
は

仙
裙
歌
舞
の
夢
幻
境
で
も
あ
り
、
南
京
に
職
を
奉
ず
る
官
吏
は
、
仙
都
と

称
し
て
誇
っ
た
と
さ
え
い
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
傾
向
が
顕
著
に
な
る
の
は

嘉
靖
年
間

0

0

0

0

か
ら
で
あ
り
、
文
化
の
爛
熟
期
で
あ
る
万
暦
年
間
に
は

0

0

0

0

0

0

、
極
盛

0

0

に
達
し
た

0

0

0

0

と
思
わ
れ
る
。」（「
解
説
」「
一
『
板
橋
雑
記
』
の
背
景
」、「
旧
院
の

沿
革
」
前
掲
『
板
橋
雑
記
・
蘇
州
画
舫
録
』、
二
一
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
万

暦
末
期
の
南
京
は
娼
妓
文
化
の
頂
点
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 

と
い
う
の
も
笠
堪
「
談
明
代
的
妓
女
」
に
よ
れ
ば
、「
當
時
的
風
尚
、

一
洗
胡
元
及
明
初
之
陋
、
所
稱
名
妓
者
、
必
須
於
體
態
容
貌
之
外
、
益
以

所
居
之
處
（
大
都
是
河
房
）
淸
潔
幽
雅
、更
須
精
通
文
學
藝
術
。」（『
古
今
』

文
史
半
月
刊
、
第
二
期
、
一
九
四
二
年
、
二
十
八
頁
〔
龍
門
書
店
景
印
合
訂
本
第

一
冊
、
一
九
六
八
年
、
七
十
二
頁
〕）
と
あ
る
よ
う
に
、
名
立
た
る
娼
妓
は
文

人
、
芸
術
家
の
素
養
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
彼
女
ら
の
作
詩
の
水
準
は
相

当
に
高
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
徐
曉
虹
「
馬
湘
蘭　

秦
淮
名
妓
的

悲
劇
」
に
よ
れ
ば
、
明
末
清
初
の
南
京
秦
淮
河
畔
に
は
馬
湘
蘭
、
卞
玉
京
、

李
香
君
、
柳
如
是
、
菫
小
苑
、
顧
眉
生
、
寇
白
門
、
陳
圓
圓
の
八
人
の
名

妓
が
い
て
、
な
か
で
も
馬
湘
蘭
の
詩
と
絵
画
の
腕
前
は
す
ぐ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
（『
古
今
著
名
婦
女
人
物
』
上
冊
、
河
北
人
民
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
、

二
四
八
頁
―
二
五
〇
頁
）。
そ
の
こ
と
は
岩
城
秀
夫
に
よ
れ
ば
、「
一
般
に
南

京
の
官
吏
は
勤
務
の
餘
暇
が
多
く
、
そ
の
上
、
花
や
か
な
交
際
の
場
で
あ

る
秦
淮
が
あ
り
、
明
末
に
は
尹
春
や
李
香
の
よ
う
に
、
演
劇
に
た
く
み
な

歌
妓
の
い
た
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る
」（「
明
代
戯
曲
の
特
質
」『
中
国
戲
曲

演
劇
研
究
』
創
文
社
、
一
九
七
三
年
、
六
九
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
娼
妓
が

官
吏
と
の
交
渉
を
通
し
て
い
や
が
う
え
に
も
自
ら
の
教
養
を
磨
い
て
行
っ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
（
前
掲
笠
堪
論
文

は
私
娼
の
発
達
が
娼
妓
の
教
養
に
資
し
た
と
論
じ
て
い
る
（
二
十
六
頁
〔
七

十
頁
〕）。
け
れ
ど
も
、
岩
城
秀
夫
に
よ
れ
ば
、「
明
の
南
北
兩
京
の
敎
坊
に

は
官
の
樂
人
や
舞
妓
が
養
わ
れ
、
群
や
縣
に
屬
す
る
も
の
は
、
樂
戸
と
よ

ば
れ
て
官
の
命
を
き
い
た
の
で
あ
っ
て
、
官
妓
が
宴
遊
を
佐
け
る
こ
と
は

唐
宋
以
來
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
宣
德
以
後
は
現
職
の
官

吏
が
官
妓
と
狎
れ
し
た
し
む
こ
と
は
禁
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
官
僚
の

庇
護
を
蒙
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
官
妓
た
ち
は
、
私
娼
と
な
っ
て
巷

間
に
媚
を
賣
る
の
が
普
通
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。」（「
明
の
宮
廷
と
演
劇
」

前
掲
書
、
六
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
逆
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
娼
妓
が
文
人
官
僚
と
の
交
流
を
通
し
て
教
養
を
蓄
わ
え
て

行
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
大
過
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。）

 

娼
妓
の
姿
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
独
り
南
京
ば
か
り
で
は
な

か
っ
た
。『
五
雑
組
』「
人
部
四
」
に
よ
れ
ば
、「
今
時
娼
妓
布
満
天
下
、

其
大
都
会
之
地
動
以
千
百
計
、
其
它
窮
州
僻
邑
在
在
有
之
、
終
日
倚
門
献

笑
、
売
淫
為
活
、
生
計
至
此
、
亦
可
憐
矣
。
両
京
教
坊
、
官
収
其
税
、
謂

之
脂
粉
銭
。」（
前
掲
書
（
二
）、
一
六
三
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
明
末
に
あ
っ

て
は
娼
妓
は
遍
く
中
国
全
体
と
思
え
る
ほ
ど
に
広
範
囲
に
活
動
を
展
開
す
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る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
「
万
暦
の
三
大
征
」
に
よ
り
明
王
朝
の
国
家

財
政
が
疲
弊
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ

の
よ
う
な
明
末
に
お
け
る
娼
妓
の
全
国
規
模
の
出
現
の
中
で
そ
の
首
位
を

占
め
た
の
が
ど
う
や
ら
首
都
北
京
よ
り
も
留
都
南
京
で
あ
っ
た
ら
し
い
の

で
あ
る
（「
明
季
的
娼
妓
事
業
、
當
推
南
都
爲
中
心
、
其
他
北
招
維
揚
、

南
徠
姑
蘇
、
再
加
上
秦
淮
舊
跡
、
遂
成
爲
徵
歌
選
舞
的
勝
場
。」
前
掲
笠
堪

論
文
、
二
十
六
頁
〔
七
十
頁
〕）。

 

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
南
京
の
状
況
を
目
の
当
り
に
し
た
宣
教
師
ヴ
ァ

ニ
ョ
ー
ニ
た
ち
は
新
た
に
天
主
教
徒
と
な
っ
た
中
国
の
信
者
た
ち
に
第
六

誡
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
娼
妓
と
の
交
際
を
固
く
禁
じ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
と
こ
ろ
で
、旧
約
聖
書
中
の
人
物
エ
リ
コ
の
娼
妓
ラ
ハ
ブ
は
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
系
図
（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
一
章
）
に
も
登
場
し
、
彼
女
は

キ
リ
ス
ト
教
の
救
済
史
上
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
岩
城
秀
夫
は

『
板
橋
雑
記
』
の
「
解
説
」
に
お
い
て
「
書
中
に
は
、
明
朝
の
た
め
に
節

を
守
っ
て
壮
烈
な
死
を
遂
げ
た
、
た
と
え
ば
葛
嫩
や
燕
順
の
よ
う
な
妓
女

に
、特
別
の
情
を
寄
せ
て
い
る
と
思
え
る
ふ
し
が
あ
り
、…
…
。」（
前
掲
書
、

二
二
七
頁
）
と
記
し
て
い
る
が
、
た
と
え
明
朝
に
殉
ぜ
ず
と
も
こ
と
自
ら

の
意
志
に
反
し
て
娼
妓
の
道
を
歩
ま
さ
れ
た
女
性
た
ち
に
時
と
所
を
超
え

て
愛
惜
の
念
を
懐
く
こ
と
は
自
然
な
心
の
な
せ
る
業
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。

 

神
学
の
世
界
の
消
息
は
杳
と
し
て
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
旧
約
聖
書
の

エ
リ
コ
の
娼
妓
ラ
ハ
ブ
と
明
末
中
国
の
娼
妓
葛
嫩
等
が
娼
妓
で
あ
る
が
故

に
味
わ
わ
さ
れ
た
苦
し
み
は
漠
然
と
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
の
業
に
通
ず
る
も

の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
使
徒
パ
ウ
ロ
は
コ
ロ
サ

イ
人
へ
の
手
紙
一
章
二
十
四
節
に
お
い
て
、
“Qui nunc gaudeo in 

passionibus pro vobis, et adim
pleo ea quae desunt 

passionum
 Christi, in carne m

ea pro corpore eius, quod est 
Ecclesia:

”
と
記
す
と
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
体
な
る
教
会
の
た
め
に
キ

リ
ス
ト
の
受
難
の
苦
し
み
の
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
を
自
分
の
生
身
の
肉
体

に
よ
っ
て
満
た
す
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。『
改
訂
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
書
新

注
解
書
』は
、「『
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
』と
い
う
こ
と
ば
の
属
格
の
部
分
は
、

絶
対
的
に
言
う
と
目
的
と
も
考
え
う
る
し
（
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
忍
ぶ
苦

し
み
）、
性
質
的
な
も
の
（
キ
リ
ス
ト
が
受
け
た
苦
し
み
）、
あ
る
い
は
神

秘
的
な
も
の
（
キ
リ
ス
ト
の
体
に
属
す
る
人
々
の
受
け
る
苦
し
み
）
で
も

あ
り
う
る
。
解
釈
の
歴
史
を
通
観
し
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
確
定
的
解
答
は
示
さ
れ
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
い

0

0

（J. Krem
er, W

as an den Leiden Christi noch m
angelt, Bonn, 

1956 

参
照
）。」（
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
一
五
二
三
頁
）
と
記
す
。

娼
妓
ラ
ハ
ブ
が
キ
リ
ス
ト
の
系
図
に
列
な
る
こ
と
は
き
わ
め
て
示
唆
的
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
根
源
的
に
は
人
間
の
罪
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
謂

れ
な
き
苦
し
み
を
苦
し
む
人
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
区

別
な
く
す
べ
て
わ
れ
知
ら
ず
キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
を
満
た
そ
う
と
し
て
い

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
、
娼
妓
の
存
在
を
神
学
的
に
受
け
容

れ
、
彼
女
ら
が
疎
外
の
念
を
懐
か
ず
し
て
読
み
得
る
第
六
誡
の
解
説
の
作

成
を
ヴ
ァ
ニ
ョ
ー
ニ
は
心
秘
か
に
後
代
の
伝
道
者
に
期
し
て
い
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
こ
れ
こ
そ
圧
縮
さ
れ
た
近
代
の
歪
み
の
問
題
に
立
ち
向
か
う

現
代
神
学
の
課
題
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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次
に
も
う
一
つ
の
問
題
の
妾
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
妾
の
存
在
は

伝
統
的
な
中
国
の
法
体
系
に
お
い
て
は
承
認
さ
れ
て
い
た
。
天
主
教
は
こ

れ
を
全
否
定
す
る
。
入
教
の
志
を
懐
く
明
末
中
国
の
士
大
夫
に
と
っ
て
恐

ら
く
最
大
の
障
壁
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
典
礼
問
題

の
よ
う
な
事
件
を
作
り
出
す
に
至
っ
て
い
な
い
。
不
思
議
と
言
え
ば
不
思

議
で
あ
る
。
皇
帝
の
後
宮
に
は
側
室
が
い
た
か
ら
、
妾
の
存
在
を
否
定
す

る
こ
と
は
皇
帝
権
力
の
批
判
に
つ
な
が
り
か
ね
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

 

妾
の
こ
と
が
洗
礼
の
障
害
に
な
っ
た
天
主
教
士
人
の
中
に
李
之
藻
と
王

徴
が
い
る
。

 

李
之
藻
に
つ
い
て
は
リ
ッ
チ
の
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
に
関
係

の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
“Delle cose della nostra Santa Fede 

stam
olto bene inst tto, e stette per esser battezzato se non 

gli avesserio i Padri scoperto lʼim
pedim

ento della poligam
ia, 

il quale prom
ette egli che toglierà di casa.

”（Pasquale M
. 

DʼElia S.I. ed., Fonti Ricciane Vol. II, N
. 632, p. 178

）（「
わ
た
し
た
ち

の
聖
な
る
信
仰
の
問
題
に
つ
い
て
も
彼
は
十
分
に
教
授
を
受
け
て
い
た
の

で
、
神
父
た
ち
が
彼
の
一
夫
多
妻

0

0

0

0

0

0

に
気
づ
か
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
洗

礼
を
受
け
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
の
障
害
を
家
か
ら
一
掃
す
る
こ
と
を
彼

は
約
束
し
た
。」（
川
名
公
平
訳
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
一
』「
第
四
の
書
」

第
十
五
章
〔
一
六
〇
一
年
六
月
―
一
二
月
〕、
五
一
四
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
李

之
藻
は
洗
礼
を
受
け
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の

問
題
の
た
め
に
叶
わ
な
か
っ
た
。
彼
が
リ
ッ
チ
よ
り
洗
礼
を
授
か
っ
た
の

は
方
豪
「
李
之
藻
先
生
簡
譜
」
に
よ
れ
ば
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
十
年
後
の
一
六

一
〇
年
に
彼
が
瀕
死
の
重
病
に
か
か
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
（
方
豪
『
李
之

藻
研
究
』
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
六
六
年
、
一
九
八
頁
）。

 

王
徴
の
場
合
は
、
黃
一
農
「
明
末
中
西
文
化
衝
突
之
析
探
―
以
天
主
敎

徒
王
徵
娶
妾
和
殉
國
爲
例
」（
國
立
は
灣
大
學
歷
史
學
系
『
第
一
屆
全
國
歷
史

學
學
術
討
論
會
論
文
集
』、
一
九
九
五
年
、
二
一
二
頁
―
二
三
四
頁
）
に
詳
し
い
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ア
ダ
ム
・
シ
ャ
ル
訳
述
、
王
徴
筆
記
『
崇
一
堂
日
記
随

筆
』
に
は
王
徴
の
手
に
な
る
「
祈
請
解
罪
啓
稿
」
が
附
さ
れ
て
い
る
（
二

二
三
頁
）。
こ
れ
は
崇
禎
九
年
十
二
月
初
十
日
（
一
六
三
七
年
）
に
書
か
れ

た
王
徴
そ
の
人
の
生
々
し
い
罪
の
告
白
で
あ
る
。
思
う
に
、
こ
れ
は
王
徴

が
シ
ャ
ル
神
父
へ
の
告
解
の
時
に
神
父
の
助
言
を
容
れ
て
捧
げ
た
「
神
に

罪
の
ゆ
る
し
を
願
う
祈
り
」（
石
井
祥
裕
「
ゆ
る
し
の
秘
跡
」
研
究
社
『
新
カ
ト

リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
四
巻
、
一
一
〇
七
頁
）
の
内
容
を
後
日
文
章
に
認
め
て
こ

れ
を
公
け
に
し
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
告
解
の
内
容
は
秘
密
事

項
で
あ
る
。
こ
れ
を
公
け
に
発
表
す
る
こ
と
は
異
例
中
の
異
例
と
言
え
る
。

 

彼
は
万
暦
四
十
四
年
（
一
六
一
六
年
）
頃
、
洗
礼
を
受
け
て
い
る
（
方
豪

『
中
國
天
主
敎
史
人
物
傳
』
第
一
冊
香
港
公
教
真
理
學
會
、
一
九
七
〇
年
、
二
二
七

頁
）。
霊
名
は
「
斐
理
伯
」（Philippo

）（
同
書
、
二
二
六
頁
）。
こ
の
稿
は

そ
の
約
二
十
年
後
に
書
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
稿
に
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
「
盖
罪
某
初
進
教
時
、
原
矢
堅
守
一
夫
一
婦
之
規
、
以
遵
誡
。」（
臺
灣

學
生
書
局
『
天
主
教
東
傳
文
獻
三
編
』（
二
）
八
三
四
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
入

教
の
と
き
に
は
第
六
誡
を
固
く
守
る
こ
と
を
誓
っ
た
。
更
に
天
啓
二
年

（
一
六
二
二
年
）
に
十
度
め
の
会
議
で
進
士
に
合
格
し
た
と
き
は
こ
れ
を
天

主
の
恵
み
と
し
て
受
け
と
め
、
ま
す
ま
す
第
六
誡
の
遵
守
に
励
む
こ
と
を
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言
明
し
た
（
黃
一
農
同
論
文
、
二
二
三
頁
）。
し
か
し
跡
継
ぎ
の
男
児
が
生
ま

れ
ず
、
家
族
の
強
い
勧
め
に
屈
し
た
形
で
五
十
路
の
坂
を
越
し
て
ま
も
な

い
王
徴
は
芳
紀
わ
ず
か
十
五
の
少
女
申
氏
を
妾
と
し
て
娶
っ
て
以
降
、
罪

の
念
に
苛
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。（
同
論
文
、
同
頁
）。
同
稿
に
、「
一
旦

邪
念
遂
興
、
不
能
堅
守
誡
規
矣
。
自
是
以
後
極
知
罪
犯
深
重
、
数
請
觧
罪

于
諸
鐸
徳
、
咸
曰
非
去
犯
罪
之
端
、
罪
難
觧
也
、
不
之
許
。
于
是
痛
自
追

悔
。」（
前
掲
書
、
八
三
四
頁
―
八
三
五
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
王
徴
は
深
く

後
悔
し
て
告
解
の
秘
跡
を
受
け
る
こ
と
を
願
い
出
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
神

父
は
す
べ
て
妾
を
退
け
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と
し
て
告
解
の
願
い
を
受

け
容
れ
な
か
っ
た
。
懊
悩
の
う
ち
に
彼
は
打
開
の
道
を
模
索
し
た
。
そ
れ

は
神
父
の
助
言
を
容
れ
て
申
氏
と
絶
縁
す
る
こ
と
以
外
に
な
か
っ
た
。
し

か
し
同
稿
に
よ
れ
ば
、「
已
曽
立
意
嫁
妾
以
贖
我
罪
。
乃
室
人
哭
懇
勉
留

之
、
幾
至
反
目
、
而
妾
因
痛
哭
、
幾
殞
厥
生
、
願
言
進
教
守
貞
、
誓
死
不

肯
改
適
。
不
得
已
、
悠
、、忽
、、因
循
至
今
。
総
皆
罪
某
、
守
誡
不
堅
、

妄
想
世
情
嗣
續
一
念
、
怠
綬
苟
且
、
故
至
此
。
罪
将
奚
諉
。」（
同
書
、
八

三
五
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
王
徴
は
申
氏
を
再
嫁
さ
せ
る
こ
と
を
決
意
し

た
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
夫
人
の
尚
氏
の
猛
反
対
に
遇
い
、
申
氏
は
自
ら

も
入
教
し
て
貞
節
を
守
り
た
い
、
離
別
は
死
し
て
も
拒
み
た
い
と
申
し

出
、
王
徴
は
万
策
尽
き
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
同
稿
に
、「
終
夜
思
維
、

年
将
七
十
、
反
不
如
十
七
少
年
功
行
。
…
…
夫
既
不
能
絶
人
、
抑
豈
不
能

自
絶
。
况
年
已
垂
白
、
猶
然
不
自
決
絶
、
甘
犯
上
主
不
赦
之
條
、
空
係
進

教
之
名
、
奚
益
耶
。
…
…
縦
及
時
苦
修
、
断
絶
一
切
世
縁
、
能
有
幾
許
功

行
、
報
答
從
前
公
恩
、
私
恩
。
奈
何
不
自
割
捨
。
日
墮
慾
海
中
、
以
速
重

罰
。」（
同
書
、
八
三
六
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
七
十
の
老
人
の
身
で
勇
を
鼓

し
て
前
に
進
む
こ
と
も
た
め
ら
わ
れ
、
解
決
の
道
は
見
え
ず
苦
悩
は
深
ま

る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
結
局
申
氏
に
男
児
は
生
ま
れ
ず
、
末
弟
の

徹
の
第
三
子
を
養
子
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
黄
氏
同
論
文
、
二
二
五
頁
）。

そ
し
て
、「
今
立
誓
天
主
は
前
從
今
以
後
、
視
彼
妾
婦
、
一
如
賓
友
、
自

矢
断
色
以
断
此
邪
淫
之
罪
。」（
は
灣
學
生
書
局
『
天
主
教
東
傳
文
獻
三
編
』

（
二
）、
八
三
六
頁
―
八
三
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
最
後
に
申
氏
を
妾
と
し

て
で
な
く
友
人
と
し
て
遇
す
る
こ
と
を
誓
っ
て
シ
ャ
ル
に
容
れ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
や
、
王
徴
の
誓
い
の
言
葉
と
見
え
る
も
の
は

実
は
シ
ャ
ル
の
提
示
し
た
助
言
の
言
葉
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
一
本
の

細
い
細
い
救
い
の
道
を
司
祭
の
シ
ャ
ル
も
自
ら
苦
し
み
な
が
ら
探
り
当
て

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
シ
ャ
ル
の
深
い
愛
と
知
恵
に
根
差
し
た
配
慮
に

思
い
を
致
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

 

こ
と
ほ
ど
左
様
に
妾
の
存
在
は
明
末
中
国
の
天
主
教
に
心
を
寄
せ
る
士

大
夫
に
は
大
問
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ア
レ
ニ
の
『
滌
罪
正
規
』
の

第
六
誡
の
項
目
に
は
、「
西
國
最
重
男
女
守
貞
、
終
身
不
嫁
娶
、
其
他
皆

一
夫
一
妻
、
更
無
二
色
。
だ
有
無
子
者
不
得
娶
妾
。
國
中
人
未
甞
不
蕃
衍

也
。
今
人
以
生
子
爲
因

0

0

0

0

0

0

0

、
動
輒
納
妾

0

0

0

0

、
敢0

違0

主
命

0

0

、
だ
偶
得
子
、
所
損
實

多
、
雖
從
來
未
甞
有
禁
、
然
學
者
荀
通
此
理
、
自
宜
守
誡
。
守
誡
者
情
不

妄
動
、
天
主
必
祐
之
、
及
時
生
子
。
若
時
已
過
欲
與
造
物
爭
衡
、
必
不
可

得
。
今
之
妾
多
而

0

0

0

0

0

終0

身
無
子
者

0

0

0

0

、豈
少
哉

0

0

0

。」（
二
十
葉
裏
―
二
十
一
葉
表
〔
前

掲
書
、
三
九
六
頁
―
三
九
七
頁
〕）
と
あ
る
よ
う
に
、
子
が
な
い
こ
と
を
理
由

に
妾
を
娶
る
こ
と
は
神
の
命
令
に
違
う
こ
と
で
あ
る
し
、
妾
を
娶
っ
て
も
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子
が
生
ま
れ
な
い
場
合
が
多
い
の
が
実
情
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
。
ま
た
、

フ
ェ
ル
ビ
ー
ス
ト
の
『
敎
要
序
論
』
の
第
六
誡
の
箇
所
に
は
、「
假
如
丈

夫
娶
妾
、
夫
婦
多
致
不
和
。
妻
妾
相
妬
、
兒
女
相
爭
。
家
人
各
有
偏
向
、

合
家
不
安
矣
。」（
十
六
葉
表
〔
前
掲
パ
リ
国
立
図
書
館
所
蔵
本
〕）
と
あ
る
よ

う
に
、
妾
の
存
在
は
家
族
の
不
和
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
パ
ン
ト
ー
ハ
の
『
七
克
』
巻
六
の
「
坊
淫
」
で
は
全
部
で
二
十
六

葉
の
紙
幅
を
も
っ
て
第
六
誡
に
関
す
る
こ
と
が
大
々
的
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
な
か
で
も
、
二
十
一
葉
裏
か
ら
二
十
六
葉
裏
は
「
婚
娶
正
議
」
と
い

う
題
の
も
と
に
妾
の
問
題
が
正
面
か
ら
議
論
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
故

曰
妻
者
齊
也

0

0

0

0

、
明
敵
體
也
。
欲
妾
則
妾
。
是
婦
非
爾
婦
、
乃
爾
其
夫
、
乃

其
主
也
。
不
齊
不
敵
、
亦
已
甚
矣
。」（
二
十
三
葉
裏
〔
名
古
屋
市
蓬
佐
文
庫

所
蔵
『
天
學
初
函
』
所
収
『
七
克
』〕）
と
あ
る
よ
う
に
、『
説
文
』
の
本
文
「
婦
。

與
己
齊
者
也
。」
と
段
注
「
妻
、
齊
。」（『
説
文
解
字
注
』
藝
文
印
書
館
、
一

九
六
四
年
、
六
二
〇
頁
）
を
典
拠
に
し
て
夫
婦
は
対
等
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
妾
は
夫
の
隷
属
者
で
あ
る
か
ら
、
夫
婦
本
来
の
在
り
方
か
ら
隔
た
る

と
す
る
。
し
か
し
、
諸
橋
轍
次
『
支
那
の
家
族
制
』
に
よ
れ
ば
、「
支
那

上
代
に
於
て
は
、
身
分
な
き
庶
人
は
輕
視
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
、
そ
の
輕
視

さ
れ
た
庶
人
の
夫
婦
間
に
は
尊
卑
の
差
別
は
不
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で

『
妻
は
齊
な
り
』
と
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
夫
婦
同
等
の
思
想
は
、

庶
人
以
外
の
他
の
階
級
に
は
通
じ
な
い
。」（「
婚
姻
篇
」
第
八
節
・
二
「
夫
に

對
す
る
妻
の
地
位
」
前
掲
書
、
六
十
二
頁
―
六
十
三
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
夫

婦
が
対
等
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
庶
民
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

『
七
克
』
の
議
論
は
中
国
の
伝
統
的
な
解
釈
と
乖
離
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

少
し
説
得
性
に
欠
け
る
と
い
う
憾
み
な
し
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
更

に
、『
七
克
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
。『
或
曰
、
人
有
子
娶
二
婦
、
淫
罪
不

免
矣
。
若
正
妻
無
子

0

0

0

0

0

、
將
恐
滅
祀
不
孝

0

0

0

0

0

0

、
爲
求
後
而
再
娶

0

0

0

0

0

0

、
似
未
悖
也

0

0

0

0

。

曰
、
否
。
夫
死
、
婦
不
復
嫁
、
雖
無
子
、
國
主
旌
之
、
國
人
誦
之
。
婦
雖

無
子
、
夫
不
復
娶
、
人
亦
稱
爲
義
夫
焉
。
有
人
、
因
慕
貞
德
、
欲
存
童
身
、

以
淸
心
修
德
事
上
帝
、
將
訾
其
孝
耶
。
抑
歎
其
能
克
巳
守
貞
耶
。
歎
其
貞

必
矣
。
夫
真
德
萬
端
、
皆
自
相
結
和
、
不
得
相
反
、
因
守
貞
德
而
犯
不
孝

0

0

0

0

0

0

0

0

之
罪

0

0

、
必
無
之
理
也

0

0

0

0

0

。」（
前
掲
書
、
二
十
五
葉
表
）
と
あ
る
よ
う
に
、
祖
先

祭
祀
の
存
続
は
妾
を
娶
る
た
め
の
正
当
な
理
由
と
は
な
り
得
な
い
、
子
を

有
す
る
こ
と
よ
り
一
夫
一
婦
の
節
操
を
持
す
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。
更
に
、「
今
人
不
守
貞
、
豈
爲
求
孝
、
正
惟
德
力
不
足
守
貞
、

故
竊
孝
名

0

0

0

、
以0

餝0

淫
心

0

0

、
假
不
孝
罪

0

0

0

0

、
以
辭
恣
慾
之
罪

0

0

0

0

0

0

。
况
人
だ
得
子
、

未
必
是
福
。
因
不
肖
子
而

0

0

0

0

0

ぶ0

於
禍
且
覆
宗
者

0

0

0

0

0

0

、
何
可
勝
數
。」（
同
書
、
二

十
五
葉
表
裏
）
と
あ
る
よ
う
に
、
妾
を
娶
る
こ
と
は
本
質
的
に
肉
体
的
欲

望
の
追
求
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
子
は
一
族
の
繁
栄
と
い

う
所
期
の
目
的
を
果
た
さ
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
近
い
と

こ
ろ
で
、「
或
曰
、
此
理
實
正
。
第
妻
齊
妾
接

0

0

0

0

、
我
國
古
人
多
行
之

0

0

0

0

0

0

0

。
我

踐
其
故
轍
亦
可
。
余
曰
、
中
國

0

0

所0

稱0

聖0

賢0

、
縱
有
多
娶
者

0

0

0

0

0

、
亦
非
中
國

0

0

0

0

聖0

賢0

所0

以
爲

0

0

聖0

賢
也

0

0

。
置
其
所
由
稱
聖
賢
之
德
業
、
而
特
稱
其
多
娶
、
斯
果

ぴ
聖
賢
之
行
耶
。
抑
餝
爾
恣
慾
之
愆
耶
。
中
土
所
聖
賢
而
娶
一
婦
者
亦
多

其
人
。
盍
視
此
之
貞
、
以
益
爾
貞
而
獨
視
彼
之
多
、
以
增
慾
乎
。」（
同
書
、

二
十
六
葉
裏
）
と
記
さ
れ
る
。『
白
虎
通
』
巻
四
上
「
嫁
娶
」
の
「
妻
妾
者
、

何
謂
也
。
妻
者
齊
也

0

0

0

0

、
與
夫
齊
體
、
自
天
子
下
至
庶
人
、
其
義
一
也
。
妾0
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者
接
也

0

0

0

、
以
時
接
見
也
。」（
抱
經
堂
叢
書
『
白
虎
通
』〔
一
〕
藝
文
印
書
館
、

十
八
葉
裏
）
～
同
箇
所
は
滋
賀
前
掲
書
、
五
五
二
頁
で
も
引
用
さ
れ
、
解
説
が
加

え
ら
れ
て
い
る
～
）
を
下
敷
に
し
た
議
論
で
あ
る
。
中
国
の
古
人
、
聖
賢
に

妾
を
娶
っ
た
例
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
聖
賢
の
本
質
と
は
無
縁
で
あ

る
。
徳
行
を
の
み
聖
賢
に
倣
い
こ
れ
を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

 

要
す
る
に
、「
古
賢
以
是
び
人
存
妻
去
妾
。
其
人
曰
、
理
雖
正
、
妾
我

弗
能
免
之
。
賢
者
曰
、
爾
弗
能
免
妾
、
天
堂
亦
能
免
爾
。」（
同
書
、
二
十

六
葉
表
）
と
あ
る
よ
う
に
、
妾
を
退
け
る
か
、
天
堂
か
ら
退
け
ら
れ
る
か
、

排
中
律
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
パ
ン
ト
ー
ハ
は
『
七
克
』
に
お
い
て
完
膚

な
き
ま
で
に
徹
底
し
て
妾
の
存
在
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
パ
ン
ト
ー
ハ
個
人
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
を
代
表
と
す
る
適
応
主
義
を
そ
の
特
徴
と

す
る
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
も
ま
た
こ
の
一
線
は
断
乎
と
し
て
譲
る
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
王
徴
の
場
合
も
稀
有
な
例
で
は
な
か
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
従
っ
て
入
教
前
ま
た
後
に
こ
の
問
題
に
逢
着
し
た
士
人

た
ち
は
無
念
の
思
い
で
天
主
教
の
門
か
ら
去
っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
果
た
し
て
明
末
中
国
の
過
去
の
出
来
事
と
し
て

客
体
化
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 

創
世
記
四
章
一
節
に
、
“Adam

 vero cognovit uxorem
 suam

 
H

evam
: 

”
と
あ
る
よ
う
に
、
男
は
原
罪
を
犯
し
た
後
、
女
を
知
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
男
と
女
の
結
び
つ
き
に
は
原
罪
の
影
が
離
れ
る
こ
と
は
な

い
。
王
徴
は
入
教
前
に
『
七
克
』
を
読
ん
だ
。『
畏
天
愛
人
極
論
』
に
、「
㊜

友
人
惠
七
克
一
部
讀
之
。
見
其
種
種
會
心
且
語
語
刺
骨
、
私
躍
曰
是
所
由

不
愧
不
怍
之
準
縄
乎
哉
。」（
三
葉
裏〔
パ
リ
国
立
図
書
館
漢
籍
第
六
八
六
八
番
〕）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
感
ず
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、「
病
少
愈
、遂
日
取
七
克
置
床
頭
展
玩
。
然
恨
未
遽
鏡
其
原
也
。
亡
何
、

復
詣
都
門
、
及
晤
七
克
作
者
之
龐
子
、
因
細
扣
之
。」（
四
葉
裏
）
と
あ
る

よ
う
に
、
著
者
の
パ
ン
ト
ー
ハ
の
も
と
を
訪
ね
直
接
、
教
え
を
請
う
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
の
入
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
に
は
、
妾
を

娶
る
こ
と
は
天
主
教
徒
に
と
っ
て
許
さ
れ
ざ
る
罪
深
い
行
為
で
で
あ
る
こ

と
は
既
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
第
六
誡
の
重
み
と
意
味

を
知
り
つ
つ
、
自
ら
そ
の
掟
を
破
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
原
罪

の
闇
の
深
さ
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
自
ら
の
力
で
は
決

し
て
救
わ
れ
得
ぬ
人
間
の
罪
の
重
み
を
痛
い
ほ
ど
ま
で
に
感
じ
悟
ら
せ
て

く
れ
よ
う
と
こ
ろ
に
こ
の
掟
の
救
い
へ
の
道
標
と
し
て
の
意
義
が
す
べ
て

の
人
に
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
妄
想
し
て
や
ま
な
い
も
の
で

あ
る
。
天
の
窓
は
開
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 

王
徴
は
「
祈
請
解
罪
啓
稿
」
の
始
め
の
部
分
で
、「
顧
自
受
教
以
来

0

0

0

0

0

0

、

信
道
雖
深

0

0

0

0

、
苦
不
堅

0

0

0

、
愛0

、
主
雖
真

0

0

0

、
苦
不
熱

0

0

0

、
望
天
雖
殷

0

0

0

0

、
苦
不
純

0

0

0

。

在
諸
鐸
徳
提
誨
奨
掖
、
汲
、、引
為
教
中
人
。
年
来
且
承
遠
西
鐸
徳
致
書
褒

嘉
。
即
甚
駑
弱

0

0

0

0

、
忍
不
思
奮

0

0

0

0

。
第
自
省
罪
愆
山
積
、
未
克
悔
觧
、
實
自
知

為
重
罪
人
。」（
前
掲
書
、
八
三
三
頁
―
八
三
四
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
天
主

教
が
真
実
の
教
え
で
あ
る
と
認
め
つ
つ
も
、
自
ら
の
信
仰
が
全
人
格
を
一

新
さ
せ
得
る
よ
う
な
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
表
白
し
て
い
る
。

け
れ
ど
も
わ
た
く
し
は
「
信
道
雖
深
、
苦
不
堅
」
な
ど
の
措
辞
か
ら
そ
こ
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に
は
不
徹
底
さ
を
単
純
に
憾
み
と
し
て
終
始
さ
せ
な
い
よ
う
な
中
国
文
人

独
特
の
矜
持
或
い
は
自
負
の
念
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
滲
み
出
て
い
る
よ

う
に
感
ぜ
ら
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 
明
清
鼎
革
の
際
に
王
徴
は
世
を
去
り
、
数
年
な
ら
ず
し
て
妻
の
尚
氏
も

な
く
な
っ
た
。
王
徴
の
後
嗣
、
永
春
も
康
煕
五
年
（
一
六
六
六
年
）
に
卒

し
た
。
申
氏
は
王
徴
亡
き
後
、
三
十
五
年
に
わ
た
り
王
家
の
再
興
の
た
め

に
粉
骨
砕
身
の
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
（
黃
氏
論
文
、
二
二
七
頁
―
二
二

八
頁
。
二
三
三
頁
―
二
三
四
頁
）。
果
た
し
て
王
徴
は
孝
の
名
目
を
借
り
て
自

ら
の
欲
望
を
充
足
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
申
氏
は
最
期
に
七

十
の
老
齢
で
王
徴
と
同
じ
く
自
ら
食
を
絶
つ
こ
と
を
選
ん
だ
。
王
徴
と
申

氏
と
の
間
に
神
に
淵
源
す
る
で
あ
ろ
う
或
る
大
切
な
も
の
の
往
復
な
く
し

て
は
あ
り
得
ぬ
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
断
言
を
憚
る
。

 

王
徴
そ
の
人
の
妾
の
問
題
に
関
し
て
は
、
台
湾
の
清
華
大
学
歴
史
研
究

所
教
授
の
黃
一
農
先
生
の
論
文
に
裨
益
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
大
で
あ
っ
た
。

記
し
て
甚
深
の
感
謝
の
念
を
表
わ
し
た
い
。

 

と
こ
ろ
で
、
デ
ィ
ア
ス
『
天
主
十
教
直
詮
』
で
は
「
邪
淫
之
類
」
の
三

つ
め
に
、「
私
於
同
族
之
人
。
斯
罪
視
通
室
又
重
。
夫
禮
不
娶
同
姓
、
冀

免
多
醜
。
况
于
私
之
乎
。」（
七
十
二
葉
表
〔
前
掲
パ
リ
国
立
図
書
館
所
蔵
本
〕）

と
あ
る
よ
う
に
、
同
族
の
人
間
と
の
私
通
を
挙
げ
る
。
同
姓
不
婚
の
中
国

な
ら
で
は
の
分
類
で
あ
る
。
こ
れ
が
中
国
イ
エ
ズ
ス
会
の
適
応
主
義
に

よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
は
な
い

か
。

 

尚
、
前
回
と
同
じ
く
『
七
克
』
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
名
古
屋
市
蓬
佐

文
庫
所
蔵
に
な
る
『
天
學
初
函
』
所
収
の
も
の
（『
名
古
屋
市
蓬
佐
文
庫
漢

籍
分
類
目
録
』、
五
十
八
頁
）
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
同
『
天
學
初
函
』

は
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
年
／
崇
禎
五
年
）
に
購
入
さ
れ
た
こ
と
が
寛
永
の

『
御
書
籍
目
録
』
の
中
の
「
申
年
買
本
」
の
項
に
確
認
さ
れ
る
（『
尾
張
徳

川
家
蔵
書
目
録
』
第
一
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
六
頁
）。『
天
學
初
函
』
は
天

啓
年
間
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
蓬
佐
文
庫
は
刊
行
後
間
も
な
い
『
天
學
初

函
』
の
全
貌
を
忠
実
に
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
四
百
年
の
時
の
隔
た
り
を

感
じ
さ
せ
な
い
世
界
に
誇
る
べ
き
稀
覯
の
善
本
で
あ
る
。
購
入
者
の
初
代

藩
主
徳
川
義
直
の
英
明
と
現
在
に
至
る
ま
で
の
文
庫
の
管
理
者
の
方
々
の

並
々
な
ら
ぬ
労
苦
に
深
く
感
謝
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

 

中
国
の
娼
妓
文
化
は
思
い
の
外
、
壮
麗
に
し
て
巨
大
で
あ
っ
た
。
わ
た

く
し
は
昨
年
春
一
橋
大
学
名
誉
教
授
木
山
英
雄
先
生
に
指
南
を
請
う
た
と

こ
ろ
、
忝
く
も
教
示
を
頂
戴
し
、『
香
艶
叢
書
』
等
の
書
物
の
存
在
を
知

ら
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
殆
ど
繙
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
本

拙
訳
に
も
そ
れ
ら
は
活
か
さ
れ
て
は
い
な
い
。
仰
ぎ
得
た
高
教
が
自
ら
の

力
量
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
不
明
を
恥
じ
つ
つ
も
、
こ
れ
ま
で
与

り
知
ら
ぬ
中
国
文
学
の
新
た
な
世
界
を
垣
見
る
機
会
を
与
え
ら
れ
衷
心
よ

り
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

ま
た
、
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
関
係
図
書
に
つ
い
て
は
、
教
皇
庁
認
可

南
山
大
学
神
学
部
図
書
館
に
所
蔵
の
書
籍
を
閲
覧
す
る
機
会
を
許
さ
れ

た
。
そ
の
折
、
図
書
館
司
書
の
坂
倉
和
子
さ
ん
に
一
方
な
ら
ぬ
お
世
話

に
な
っ
た
。
南
山
大
学
神
学
部
図
書
館
並
び
に
坂
倉
さ
ん
に
甚
深
な
る

謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
（
続
）。


